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基本計画部会第４ワーキンググループ会合 開催実績 

○第１回（平成２０年１月２９日） 

議題 

(1) 会議の運営等について 

(2) 第４ワーキンググループの検討事項及び検討の進め方 

(3) その他 

○第２回（平成２０年２月１５日） 

議題 

(1) 行政記録情報の活用について 

(2) その他 

○第３回（平成２０年２月２７日） 

議題 

(1)民間開放の在り方について 

(2) その他 

○第４回（平成２０年３月６日） 

議題 

(1) オーダーメード集計、匿名データの作成・提供について 

(2) データ・アーカイブの整備について 

(3) その他 

○第５回（平成２０年３月２１日） 

議題 

(1) 行政記録情報の活用について 

(2) その他 

○第６回（平成２０年４月８日） 

議題 

(1) 民間事業者の活用の在り方について 

(2) データ・アーカイブの整備について 

(3) その他 

○第７回（平成２０年４月２２日） 

議題 

(1) 民間事業者の活用の在り方について 
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(2) 行政記録情報の活用について 

(3) その他 

○第８回（平成２０年５月１３日） 

議題 

(1) 行政記録情報の活用について 

(2) オーダーメード集計、匿名データの作成・提供について 

(3) 国民・企業への広報・啓発活動、統計教育の拡充について 

(4) 各府省でのデータ共有の推進について 

(5) その他 

○第９回（平成２０年５月２７日） 

議題 

(1) 民間事業者の活用の在り方について 

(2) 行政記録情報の活用について 

(3) その他 

○第１０回（平成２０年６月１０日） 

議題 

(1) 行政記録情報の活用について 

(2) オーダーメード集計、匿名データの作成・提供について 

(3) 「報告骨子（案）」について 

(4) その他 

○第１１回（平成２０年６月２４日） 

議題 

(1) 民間事業者の活用の在り方について 

(2) 「報告骨子」の検討について 

(3) その他 

○第１２回（平成２０年７月８日） 

議題 

(1) 「報告骨子」の検討について 

(2) その他 

○第１３回（平成２０年７月２９日） 

議題 

(1) 「報告（案）」の検討について 

(2) その他 

3



諸
外
国
に
お
け
る
行
政
記
録
の
活
用
例

2
0
0
8
年
2
月

1

4

CO922572
テキストボックス
資料3－1

CO922572
テキストボックス
統計委員会基本計画部会第４ワーキンググループ会合（第２回）資料



○
「
官
庁
統
計
の
基
本
原
則
」
（
1
9
9
4
年
国
際
連
合
(
統
計
委
員
会
採
択
)
）

　
　
　
　
　
　

○
行
政
記
録
を
活
用
す
る
た
め
の
根
拠
規
定
の
例

カ
ナ
ダ

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

カ
ナ
ダ
の
統
計
に
関
す
る
法
律

（
略
称
：
統
計
法
）

統
計
資
料
に
係
る
義
務
、
調
整
、
及
び

秘
密
に
関
す
る
法
律

連
邦
の
用
に
供
す
る
統
計
に
関
す
る
法

律
（
連
邦
統
計
法
）

1
9
7
5
年
統
計
法

第
３
条
（
カ
ナ
ダ
統
計
局
）

　
カ
ナ
ダ
統
計
局
に
（
略
）
次
の
各
号

の
職
務
を
所
掌
さ
せ
る
。

　
②
　
他
の
行
政
機
関
と
協
力
し
、
統

　
　
計
情
報
（
当
該
行
政
機
関
の
業
務

　
　
を
通
じ
て
取
得
さ
れ
る
統
計
を
含

　
　
む
）
を
収
集
し
、
加
工
し
、
及
び

　
　
公
表
す
る
こ
と
。

第
1
3
条
（
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
）

　
行
政
機
関
、
地
方
自
治
体
、
法
人
組

織
、
企
業
、
若
し
く
は
そ
の
他
組
織
に

保
持
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
記
録
で

あ
っ
て
、
本
法
の
目
的
で
必
要
と
な
る

情
報
、
当
該
情
報
の
補
完
又
は
修
正
の

支
援
に
使
用
で
き
る
情
報
に
つ
い
て

は
、
そ
の
管
理
者
は
、
当
該
目
的
の
た

め
に
統
計
局
長
が
当
該
情
報
の
取
得
権

限
を
付
与
し
た
者
に
対
し
て
当
該
情
報

へ
の
ア
ク
セ
ス
権
を
付
与
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
７
条
第
２
項

　
公
務
、
公
法
上
の
法
人
ま
た
は
公
共

サ
ー
ビ
ス
を
行
う
私
法
上
の
法
人
が
そ
の

職
務
と
し
て
収
集
し
た
、
自
然
人
に
関
す

る
情
報
（
性
的
生
活
に
関
す
る
デ
ー
タ
を

除
く
）
及
び
法
人
に
関
す
る
情
報
に
つ
い

て
は
、
I
N
S
E
E
担
当
大
臣
が
国
家
統
計
情
報

審
議
会
の
助
言
に
よ
り
要
請
し
た
場
合
に

は
、
他
の
法
令
に
反
し
な
い
限
り
、
統
計

を
作
成
す
る
目
的
に
限
り
、
I
N
S
E
E
又
は
各

省
統
計
部
局
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
前
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
規
定
す
る
条
件
の
下

に
収
集
さ
れ
た
個
人
の
健
康
に
関
す
る
情

報
に
つ
い
て
は
、
保
健
大
臣
か
ら
の
要
請

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
公
共
保
健
に
関
す

る
統
計
を
作
成
す
る
又
は
保
健
社
会
保
護

制
度
の
払
い
戻
し
制
度
の
目
的
に
限
り
、

I
N
S
E
E
又
は
公
共
保
健
政
策
の
実
施
及
び
評

価
に
参
画
す
る
各
省
統
計
部
局
に
対
し
て

提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
対

象
人
口
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
、
第
２
条

の
承
認
を
得
た
標
本
調
査
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

　
前
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
条
件
に
よ
り
収
集
さ

れ
た
個
人
の
健
康
に
関
す
る
情
報
は
、
ど

の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
個
人
の
特
定

を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
３
条
（
連
邦
統
計
局
の
責
務
）

(
2
)
 
州
統
計
部
局
及
び
連
邦
統
計
の
編

　
集
を
委
任
さ
れ
た
そ
の
他
の
機
関

　
は
、
要
請
が
あ
れ
ば
連
邦
統
計
局
に

　
対
し
、
そ
れ
が
第
１
項
第
１
号
(
a
)

　
に
従
っ
た
連
邦
統
計
の
方
法
論
的
、

　
技
術
的
準
備
及
び
さ
ら
な
る
発
展
に

　
と
っ
て
、
又
は
第
１
項
第
２
号
(
b
)

　
に
従
っ
た
処
理
作
業
の
実
施
に
と
っ

　
て
必
要
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
個

　
々
の
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
。
超
国
家

　
的
、
国
際
的
領
域
に
お
け
る
連
邦
統

　
計
局
の
対
応
す
る
任
務
の
遂
行
に
つ

　
い
て
も
同
様
と
す
る
。

第
４
条
（
官
庁
統
計
の
種
類
）

　
以
下
の
い
ず
れ
か
又
は
す
べ
て
の
種

類
の
官
庁
統
計
を
作
成
で
き
る
よ
う
に

す
る
た
め
、
情
報
を
提
供
す
べ
き
立
場

に
あ
る
な
ん
び
と
に
も
情
報
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
(
a
)
 
人
口
及
び
住
居
、
（
略
）

　
　
：

　
（
略
）

　
　
：

　
(
o
)
 
経
済
、
金
融
、
生
産
そ
の
他
企

　
　
業
（
公
共
行
政
機
関
、
ニ
ュ
ー

　
　
ジ
ー
ラ
ン
ド
行
政
府
及
び
地
方
当

　
　
局
を
含
む
）
に
関
す
る
事
項
。

　
　
（
略
）

　
(
p
)
 
そ
の
他
類
似
の
事
項
及
び
こ
の

　
　
法
律
に
基
づ
く
規
則
に
定
め
る
そ

　
　
の
他
事
項
。

　
原
則
５
．
　
統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
デ
ー
タ
は
、
統
計
調
査
又
は
行
政
記
録
な
ど
す
べ
て
の
種
類
の
デ
ー
タ
源
か
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
き
る
。
統
計
機
関
は
、
品
質
、
適
時
性
、
費
用
及
び
報
告
負
担
の
観
点
か
ら
デ
ー
タ
源
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
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フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ノ
ル
ウ
ェ
ー

（
参
考
）
日
本

統
計
法

官
庁
統
計
及
び
ノ
ル
ウ
ェ
ー
統
計
局
に
関
す

る
法
律
（
統
計
法
）
、
統
計
法
の
実
施
･補
足

に
関
す
る
規
則

統
計
法

第
1
1
条
（
デ
ー
タ
の
提
供
義
務
）

(
1
)
 
国
の
行
政
機
関
は
、
秘
密
保
持
に

　
関
す
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ィ

　
ン
ラ
ン
ド
統
計
局
に
対
し
、
国
家
安

　
全
保
障
上
の
理
由
に
よ
り
又
は
国
防

　
上
の
利
益
の
た
め
に
秘
密
保
持
を
要

　
す
る
デ
ー
タ
を
除
き
、
統
計
の
作
成

　
に
必
要
な
各
関
係
行
政
機
関
保
有

　
デ
ー
タ
並
び
に
自
己
の
活
動
、
財
務

　
状
況
、
及
び
義
務
に
関
す
る
デ
ー
タ

　
を
提
供
す
る
義
務
を
負
う
。

第
３
条
（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
統
計
局
の
義
務

　
　
　
　
及
び
活
動
）

２
項
（
行
政
デ
ー
タ
処
理
シ
ス
テ
ム
）

(
1
)
 
ノ
ル
ウ
ェ
ー
統
計
局
は
、
国
家
行

　
政
機
関
及
び
全
国
の
地
方
機
関
の
行

　
政
デ
ー
タ
処
理
シ
ス
テ
ム
を
、
官
庁

　
統
計
の
基
礎
と
し
て
利
用
す
る
権
利

　
を
有
す
る
。

(
2
)
 
国
家
機
関
又
は
全
国
の
地
方
機
関

　
が
主
な
行
政
デ
ー
タ
処
理
シ
ス
テ
ム

　
を
設
置
し
又
は
修
正
す
る
と
き
は
、

　
あ
ら
か
じ
め
ノ
ル
ウ
ェ
ー
統
計
局
に

　
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
統
計
局
は
、
追
加

　
的
情
報
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ノ
ル
ウ
ェ
ー
統
計
局
は
ま
た
、
統
計

　
に
対
す
る
配
慮
の
保
証
と
し
て
、

　
デ
ー
タ
処
理
シ
ス
テ
ム
の
設
計
方
法

　
に
つ
い
て
提
案
を
行
う
こ
と
が
で
き

　
る
。

第
２
９
条
（
協
力
の
要
請
）

(
1
)
　
行
政
機
関
の
長
は
、
他
の
行
政

機
関
が
保
有
す
る
行
政
記
録
情
報
を
用

い
る
こ
と
に
よ
り
正
確
か
つ
効
率
的
な

統
計
の
作
成
又
は
統
計
調
査
に
お
け
る

被
調
査
者
の
負
担
の
軽
減
に
相
当
程
度

寄
与
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行

政
記
録
情
報
を
保
有
す
る
行
政
機
関
の

長
に
対
し
、
そ
の
提
供
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
行

政
記
録
の
提
供
を
求
め
る
行
政
機
関
の

長
は
、
当
該
行
政
記
録
情
報
を
保
有
す

る
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
利
用
目
的

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
項
を
明
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
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○
行
政
記
録
の
活
用
例

　
◇
　
カ
ナ
ダ

　
◇
　
フ
ラ
ン
ス

　
◇
　
ド
イ
ツ

　
◇
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

　
　
・
　
月
次
及
び
四
半
期
の
雇
用
者
数
の
統
計
は
、
社
会
保
障
に
関
す
る
行
政
記
録
(
労
働
異
動
申
告
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
m
e
n
s
u
e
l
l
e
s
 
d
e

　
　
　
　
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
m
a
i
n
-
d
’
o
e
u
v
r
e
)
に
基
づ
い
て
作
成
。

　
　
・
　
産
業
別
の
給
与
統
計
は
、
年
次
社
会
保
障
申
告
(
D
e
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
e
 
d
o
n
n
e
e
s
 
s
o
c
i
a
l
s
)
に
基
づ
い
て
作
成
。

　
　
・
　
「
労
働
・
所
得
動
態
調
査
(
パ
ネ
ル
調
査
)
」
で
は
、
所
得
関
係
の
デ
ー
タ
は
回
答
者
の
承
諾
の
下
に
報
告
徴
収
に
代
え
て
課
税
デ
ー

　
　
　
　
タ
を
利
用
。

　
　
・
　
「
貯
蓄
調
査
」
で
は
、
回
答
者
の
承
諾
の
下
に
報
告
徴
収
に
代
え
て
課
税
デ
ー
タ
を
利
用
(
申
告
者
の
う
ち
約
８
５
％
分
が
課
税

　
　
　
　
デ
ー
タ
)
。

　
　
・
　
「
月
次
製
造
業
調
査
」
で
は
、
サ
ン
プ
ル
対
象
の
一
部
（
約
２
５
％
分
）
に
つ
い
て
、
統
計
モ
デ
ル
を
使
用
し
物
品
サ
ー
ビ
ス
税

　
　
　
　
フ
ァ
イ
ル
か
ら
出
荷
デ
ー
タ
を
作
成
。

　
　
・
　
「
雇
用
所
得
及
び
勤
務
時
間
に
関
す
る
調
査
」
は
、
カ
ナ
ダ
歳
入
庁
か
ら
提
供
さ
れ
た
給
料
支
払
簿
調
査
結
果
と
給
与
控
除
の
行
政

　
　
　
　
記
録
か
ら
作
成
。

　
　
・
　
「
地
域
別
所
得
調
査
」
は
、
カ
ナ
ダ
歳
入
庁
か
ら
提
供
さ
れ
た
デ
ー
タ
か
ら
作
成
。

　
　
・
　
「
年
次
産
業
統
計
」
は
、
税
務
デ
ー
タ
な
ど
を
基
に
作
成
し
た
統
計
用
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
か
ら
作
成
。

　
　
・
　
「
月
次
小
売
業
調
査
」
は
、
事
業
活
動
申
告
に
よ
り
標
本
設
計
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
標
本
数
を
３
０
％
削
減
。

　
　
・
　
税
務
情
報
な
ど
の
行
政
記
録
を
統
計
作
成
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
過
去
１
０
年
間
で
調
査
へ
の
回
答
負
担
が
約
４
０
％
縮
減
。

　
　
・
　
 
統
計
目
的
の
た
め
の
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
を
企
業
調
査
フ
レ
ー
ム
と
し
て
使
っ
て
、
様
々
な
企
業
統
計
（
例
え
ば
製
造
業
、
貿
易
、

　
　
　
サ
ー
ビ
ス
部
門
等
）
を
作
成
。

　
　
・
 
　
統
計
目
的
の
た
め
の
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
は
特
に
金
融
及
び
社
会
保
障
当
局
の
デ
ー
タ
（
そ
れ
ぞ
れ
売
上
高
及
び
雇
用
者
）
に

　
　
　
よ
っ
て
更
新
。

　
　
・
　
金
融
及
び
社
会
保
障
当
局
の
月
次
デ
ー
タ
は
、
サ
ー
ビ
ス
産
業
（
欧
州
共
同
体
標
準
産
業
分
類
（
N
A
C
E
）
の
I
と
K
）
に
お
け
る
短
期

　
　
　
統
計
や
手
工
芸
統
計
に
利
用
。
そ
の
他
の
産
業
（
貿
易
）
へ
の
利
用
は
現
在
テ
ス
ト
中
。

4
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・
　
経
済
収
集

 
 
　
全
て
の
経
済
調
査
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
統
計
局
ビ
ジ
ネ
ス
フ
レ
ー
ム
に
基
づ
く
。
経
済
調
査
は
、
ま
た
、
税
シ
ス
テ
ム
を
ソ
ー
ス
と
し
て
、
つ
ま
り
、
S
T
（
付
加
価

　
値
税
）
申
告
又
は
E
M
S
（
給
与
税
）
申
告
の
ど
ち
ら
か
、
又
は
そ
の
両
方
の
行
政
デ
ー
タ
を
層
化
抽
出
し
て
利
用
す
る
。

 
 
　
加
え
て
、
以
下
の
調
査
で
は
直
接
収
集
の
替
わ
り
に
行
政
デ
ー
タ
を
利
用
。

　
１
．
年
次
財
政
統
計
。
約
2
5
0
,
0
0
0
企
業
を
カ
バ
ー
す
る
年
次
企
業
調
査
（
A
E
S
）
は
、
直
接
調
査
と
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
歳
入
局
（
I
R
D
）
の
年
次
税
デ
ー
タ
に
よ
る

　
　
補
足
の
両
方
に
よ
っ
て
編
さ
ん
さ
れ
る
。

　
２
．
保
険
産
業
（
日
本
の
年
金
と
同
様
の
政
府
所
管
の
退
職
保
険
）
の
あ
る
部
分
が
政
府
保
険
局
（
経
済
開
発
省
の
部
局
）
か
ら
の
デ
ー
タ
に
よ
る
。

　
　
　
一
方
、
中
央
政
府
行
政
（
C
e
n
t
r
a
l
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
 
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
）
は
、
国
庫
局
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
年
次
企
業
調
査
の
中
で
編
さ
ん
さ
れ
て
い
る
。

　
３
．
年
次
以
下
の
財
政
統
計
。
税
デ
ー
タ
は
、
卸
売
・
小
売
及
び
製
造
業
の
測
定
に
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
デ
ー
タ
は
、
財
及
び
サ
ー
ビ
ス
税
の
申
告
書
（
日
本
の
消
費
税
に
相
当
す
る
付
加
価
値
税
）
が
ソ
ー
ス
で
あ
る
。

　
４
．
海
外
商
品
貿
易
。
税
関
局
の
デ
ー
タ
は
、
商
品
の
輸
出
入
の
計
算
の
唯
一
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
５
．
税
関
局
の
デ
ー
タ
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
タ
バ
コ
消
費
統
計
の
編
纂
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
６
．
建
築
許
可
に
関
す
る
地
元
自
治
体
の
デ
ー
タ
は
毎
月
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
統
計
局
に
送
付
さ
れ
、
建
築
活
動
に
関
す
る
指
標
と
し
て
公
表
さ
れ
る
。
デ
ー
タ
は
四
半

　
　
期
毎
建
築
活
動
調
査
（
Q
B
A
S
）
の
標
本
選
定
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
７
．
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
E
M
S
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
）
月
次
給
与
税
支
払
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、
雇
用
者
－
被
雇
用
者
連
結
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
L
E
E
D
）
の
中
で

　
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
統
計
局
が
利
用
し
て
い
る
。

　
８
．
給
与
税
（
E
M
S
）
デ
ー
タ
は
、
教
育
省
及
び
社
会
開
発
省
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
高
等
教
育
学
生
の
借
り
入
れ
及
び
在
籍
者
数
に
関
す
る
情
報
と
結
合
さ
れ
る
。

　
９
．
農
業
調
査
及
び
農
業
セ
ン
サ
ス
は
、
農
林
省
（
M
A
F
）
の
林
業
（
N
a
t
i
o
n
a
l
 
E
x
o
t
i
c
 
F
o
r
e
s
t
r
y
 
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
（
N
E
F
D
）
）
調
査
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
い
る
。

・
　
社
会
収
集

　
１
．
出
生
及
び
死
亡
統
計
は
、
国
内
局
の
出
生
及
び
死
亡
登
録
か
ら
作
成

　
２
．
移
民
統
計
は
、
出
入
国
カ
ー
ド
及
び
関
税
局
の
日
々
の
電
子
デ
ー
タ
か
ら
作
成

　
３
．
中
絶
統
計
は
、
中
絶
諮
問
委
員
会
の
中
絶
申
告
書
の
フ
ォ
ー
ム
か
ら
作
成

　
４
．
婚
姻
及
び
同
性
婚
統
計
は
、
国
内
局
の
婚
姻
及
び
同
性
婚
登
録
か
ら
作
成

　
５
．
離
婚
統
計
は
、
家
庭
裁
判
所
の
婚
姻
破
棄
の
申
告
書
か
ら
作
成

・
　
そ
の
他
の
利
用

 
 
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
統
計
局
は
、
（
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
リ
サ
ー
チ
に
利
用
さ
れ
る
会
社
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
で
あ
る
）
長
期
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
プ
ロ
ト
タ

　
イ
プ
を
構
築
す
る
た
め
、
行
政
ソ
ー
ス
及
び
統
計
調
査
か
ら
の
総
合
的
で
長
期
的
な
ビ
ジ
ネ
ス
関
連
デ
ー
タ
を
保
有
す
る
。

　
　
行
政
デ
ー
タ
は
以
下
の
も
の
を
含
む
：
歳
入
局
の
税
デ
ー
タ
、
そ
の
他
政
府
機
関
の
デ
ー
タ
（
税
関
局
の
海
外
商
品
貿
易
デ
ー
タ
、
科
学
技
術
研
究
基
金
の
政
府
援
助

　
デ
ー
タ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
貿
易
及
び
企
業
等
）

◇
　
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

・
　
選
定
フ
レ
ー
ム

　
１
．
ビ
ジ
ネ
ス
レ
ジ
ス
タ
ー
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
統
計
局
ビ
ジ
ネ
ス
フ
レ
ー
ム
は
、
政
府
部
局
（
D
e
p
a
r
t
m
e
n
t
）
に
よ
る
全
経
済
調
査
を
支
え
る
。
フ
レ
ー
ム
は
、
歳
入

　
　
局
（
I
R
D
）
の
税
務
ベ
ー
ス
の
デ
ー
タ
ソ
ー
ス
及
び
企
業
局
（
経
済
開
発
省
の
部
局
）
の
企
業
登
録
デ
ー
タ
の
多
く
を
利
用
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

　
２
．
地
理
的
フ
レ
ー
ム
。
地
理
的
フ
レ
ー
ム
は
、
国
以
下
の
レ
ベ
ル
で
作
成
さ
れ
た
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
対
し
て
地
域
コ
ー
ド
を
割
り
当
て
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
地
理
的

　
　
フ
レ
ー
ム
は
、
土
地
情
報
局
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

5

8



 

- 1
 - 

諸
外
国
に
お
け
る
個
別
法
で
の
統
計
へ
の
活
用
に
関
す
る
規
定
の
例
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ア
メ
リ
カ
 

イ
ギ
リ
ス
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
 

日
 
本
 

法
律
 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
典
 

第
２
６
巻
（
内
国
歳
入
コ
ー
ド
）
Su
bt
it
le
 F（
手

続
き
及
び
管
理
）
CH
AP
TE
R 
61
（
情
報
及
び
申
告

書
）
Su
bc
ha
pt
er
 B
（
そ
の
他
条
項
）
61
03
節
 

申
告
書
及
び
申
告
情
報
の
秘
密
保
護
及
び
開
示
 

付
加
価
値
税
法
（
19
94
年
 c
.2
3）
 

第
91
節
 

 

所
得
税
賦
課
法
 

（
20
05
年
改
正
）
 

国
民
年
金
法
 

規
定
 
(j
) 
統
計
的
使
用
 

 (
1)
 
商
務
省
 

商
務
長
官
か
ら
の
書
面
に
よ
る
請
求
に
よ
り
、

内
国
歳
入
庁
長
官
は
、
セ
ン
サ
ス
及
び
国
民
経
済

計
算
の
実
施
並
び
に
法
律
に
基
づ
く
関
連
す
る

統
計
活
動
の
実
施
を
目
的
の
た
め
、
最
小
限
の
範

囲
で
、
内
国
歳
入
庁
長
官
が
規
則
(r
eg
ul
at
io
n)

に
よ
り
事
前
に
様
式
を
指
定
し
た
、
(A
)申
告
書

又
は
そ
の
内
容
を
反
映
し
た
情
報
（
以
下
同
様

に
）
を
セ
ン
サ
ス
局
の
職
員
に
、
(B
)企
業
か
ら

の
申
告
内
容
の
情
報
を
経
済
分
析
局
の
職
員
に
、

提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

 (
2)
連
邦
取
引
委
員
会
 

連
邦
取
引
委
員
会
議
長
か
ら
の
書
面
に
よ
る

請
求
に
よ
り
、
内
国
歳
入
庁
長
官
は
、
第
１
章
で

課
せ
ら
れ
た
税
金
の
う
ち
、
法
的
に
認
め
ら
れ
た

経
済
調
査
の
目
的
の
た
め
、
最
小
限
の
範
囲
で
、

内
国
歳
入
庁
長
官
が
規
則
(r
eg
ul
at
io
n)
に
よ

り
事
前
に
様
式
を
指
定
し
た
申
告
書
の
情
報
を
、

委
員
会
経
済
局
金
融
統
計
課
の
職
員
に
提
供
を

行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

第
91
節
 
統
計
目
的
の
た
め
の
情
報
の
開
示
 

 (
1)
 
貿
易
産
業
省
又
は
国
家
統
計
局
が
、

ce
nt
ra
l 
bu
si
ne
ss
 r
eg
is
te
r
を
編
集
又
は
維

持
す
る
目
的
、
又
は
、
貿
易
産
業
省
又
は
国
家
統

計
局
に
よ
り
実
施
す
る
又
は
実
施
さ
れ
る
予
定

の
統
計
調
査
の
目
的
、
の
た
め
に
、

Co
mm
is
si
on
er
s
ま
た
は
Co
mm
is
si
on
er
s
か
ら

権
限
を
委
託
さ
れ
た
職
員
は
、
貿
易
産
業
省
又
は

中
央
統
計
局
の
権
限
が
付
与
さ
れ
た
職
員
に
、
こ

の
法
律
の
実
施
に
お
い
て
得
ら
れ
た
又
は
記
録

さ
れ
た
次
の
内
容
を
、
開
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 (
a)
 
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
法
人
の
登
録
の
た

め
に
Co
mm
is
si
on
er
s
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
た

番
号
、
及
び
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
参

考
番
号
 

 (
b)
 
登
録
さ
れ
た
、
法
人
又
は
グ
ル
ー
プ
・
メ

ン
バ
ー
の
名
称
、
取
引
形
態
、
住
所
、
及
び
、
活

動
の
状
況
及
び
取
引
分
類
、
及
び
 

 (
c)
 
 販
売
・
出
荷
額
等
（
供
給
の
価
額
）
の

実
額
又
は
推
定
額
 

Pa
rt
 
II
 
管
理
 

第
16
節
 
秘
密
を
保
護
す
る
担
当
官
 

 (4
) 
 こ
の
節
に
お
い
て
、
委
員
長

(C
om
mi
ss
io
ne
r)
、
副
委
員
長
(S
ec
on
d 

Co
mm
is
si
on
er
)、
委
員
長
代
理
(D
ep
ut
y 

Co
mm
is
si
on
er
)、
も
し
く
は
こ
れ
ら
の
者

か
ら
権
限
を
委
任
さ
れ
た
者
が
、
次
の
者
に

情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
見

な
さ
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
 

 
（
略
）
 

(g
a)
 セ
ン
サ
ス
及
び
統
計
法
(1
90
5年
)の

目
的
の
た
め
に
豪
州
統
計
局
長
に
、
 

(i
) 
雇
用
主
(p
er
so
n 
wh
o 
is
 a
n 

em
pl
oy
er
)に
関
す
る
次
の
情
報
（
雇
用
主

が
、同
時
に
、事
業
者
(b
us
in
es
s 
pe
rs
on
)

か
否
か
に
係
わ
ら
ず
）
 

(A
)そ
の
者
の
名
称
（
氏
名
）
、
所
在
地
・

住
所
 

(B
)そ
の
者
の
産
業
活
動
、
取
引
、
ビ
ジ

ネ
ス
、
職
業
、
サ
ー
ビ
ス
、
専
門
又
は
職
業

な
ど
に
関
す
る
名
称
と
内
容
 

(C
 )
男
女
別
従
業
員
数
 

第
10
8
条
の
３
 
（
統
計
調
査
）
 

 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
第
１
条
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
、
被
保
険
者
若
し
く
は

被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
又
は
受
給
権
者

に
係
る
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
実
態

そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

項
に
関
し
必
要
な
統
計
調
査
を
行
う
も

の
と
す
る
。
 

２
 
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
前
項
に
規
定

す
る
統
計
調
査
に
関
し
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
官
公
署
に
対
し
、
必
要

な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供

を
求
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
被
調
査
者
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
に
よ

る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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 (
3)
財
務
省
 

申
告
書
及
び
申
告
書
の
情
報
は
、
経
済
・
財
政

予
測
、
分
析
、
統
計
的
研
究
、
関
連
す
る
活
動
を

行
う
業
務
上
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
情
報
の
検
査
、

開
示
を
必
要
と
す
る
財
務
省
職
員
の
検
査
に
明

ら
か
に
す
る
、
又
は
開
示
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

れ
ら
の
検
査
や
開
示
は
、
そ
れ
ら
の
検
査
や
開
示

が
必
要
な
特
別
な
理
由
等
を
説
明
し
、
必
要
と
す

る
財
務
省
の
部
局
の
長
の
署
名
が
あ
る
書
面
に

よ
る
要
請
で
の
み
許
可
さ
れ
る
。
 

 

 (
4)
 匿
名
化
さ
れ
た
形
式
 

こ
の
副
節
の
下
で
情
報
を
得
た
者
は
、
そ
れ
ら

の
申
告
書
又
は
申
告
書
情
報
を
、
そ
れ
が
直
接
又

は
間
接
に
も
、
関
係
す
る
特
定
の
納
税
者
が
連
想

で
き
な
い
又
は
識
別
で
き
な
い
形
式
を
除
き
、
何

人
に
も
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

 

 (
5)
 農
務
省
 

農
務
長
官
か
ら
の
書
面
に
よ
る
請
求
に
よ
り
、

内
国
歳
入
庁
長
官
は
、1
99
7
年
農
業
セ
ン
サ
ス
法

案
(P
ub
li
c 
La
w 
10
5 
11
3)
に
従
う
農
業
セ
ン
サ

ス
の
企
画
、
準
備
、
実
施
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の

申
告
書
に
ア
ク
セ
ス
す
る
必
要
が
あ
る
農
務
省

職
員
に
対
し
て
、
最
小
限
の
範
囲
で
、
内
国
歳
入

庁
長
官
が
規
則
(r
eg
ul
at
io
n)
に
よ
り
事
前
に

指
定
し
た
、
申
告
書
又
は
申
告
書
情
報
の
提
供
を

行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

 (
6)
 議
会
予
算
局
 
 
(略
)  

 (
2)
 
次
の
第
3
項
に
し
た
が
っ
て
、
政
府
省
庁

（
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
庁
の
省
庁
を
含
む
。
）
、

又
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
政
庁
の
職
員
、
が
こ
の
情

報
が
得
ら
れ
た
目
的
又
は
類
似
の
目
的
の
た
め

に
使
用
す
る
場
合
を
除
き
、
産
業
貿
易
省
又
は
国

家
統
計
局
の
職
員
は
、
こ
の
節
に
よ
り
得
ら
れ
た

い
か
な
る
情
報
も
、
開
示
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
 

 (
3)
 
上
記
第
2
項
は
、
以
下
の
項
目
の
開
示
を

妨
げ
な
い
：
 

(a
) 
関
連
し
た
特
定
個
人
、
ま
た
は
そ
の
個
人

に
よ
り
運
営
さ
れ
る
事
業
が
識
別
で
き
な
い
よ

う
に
措
置
さ
れ
た
、
合
算
し
た
形
式
で
の
情
報
、

又
は
 

(b
) 
同
意
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
個
人

又
は
そ
の
個
人
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
事
業
が
特

定
化
さ
れ
る
い
か
な
る
情
報
。
 

 (
4)
  
こ
の
節
に
お
い
て
情
報
を
得
た
者
が
、

こ
の
節
の
規
定
に
違
反
し
て
、
開
示
を
行
っ
た
場

合
、
次
の
罰
則
が
課
せ
ら
れ
る
：
 

 (
a)
 
 法
定
の
最
高
額
を
超
え
な
い
、
略
式
の

罰
金
刑
 

 (
b)
  
2
年
を
超
え
な
い
期
間
の
禁
固
刑
、
又
は

罰
金
刑
、
又
は
そ
の
両
方
、
の
告
訴
に
よ
る
刑
罰

 (
5)
  
こ
の
節
に
お
い
て
、
貿
易
産
業
省
、
国

家
統
計
局
と
参
照
さ
れ
た
部
分
に
は
、
同
様
の
機

能
を
果
た
す
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
庁
の
省
庁
、

又
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
政
庁
の
省
庁
も
含
む
。
 

(i
i)
 事
業
者
（
bu
si
ne
ss
 p
er
so
n、
そ
の

者
が
同
時
に
雇
用
主
か
否
か
に
関
係
な
く
）

に
関
す
る
 

 
(A
) 
そ
の
者
の
名
称
（
氏
名
）
及
び
所
在

地
（
住
所
）
の
情
報
 

 (
B)
 
事
業
の
名
称
及
び
記
述
の
情
報
 

  
(B
A)
 
研
究
開
発
活
動
に
関
す
る
周
期

的
調
査
の
実
施
に
際
し
て
、
豪
州
統
計
局
長

が
要
請
す
る
、
又
は
実
施
に
関
連
す
る
、
事

業
に
関
す
る
情
報
 

  
(C
 )
 
 産
業
に
関
す
る
周
期
的
調
査
の

実
施
に
際
し
て
、
豪
州
統
計
局
長
が
要
請
す

る
又
は
実
施
に
関
連
す
る
、
事
業
の
粗
受
領

高
に
関
す
る
情
報
 
及
び
 

  
(D
) 
 豪
州
国
民
経
済
計
算
の
編
集
に

際
し
て
、
豪
州
統
計
局
長
が
要
請
す
る
又
は

編
集
に
関
連
す
る
、
事
業
に
関
す
る
情
報
 

 

備
考
 
 

（
注
）
20
07
年
の
統
計
及
び
登
録
サ
ー
ビ
ス
法
に

よ
り
、
付
加
価
値
法
第
91
節
の
条
項
中
、
国
家

統
計
局
か
ら
統
計
委
員
会
(S
ta
ti
st
ic
s 
Bo
ar
d)

な
ど
の
改
正
は
な
さ
れ
る
。
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- 1 - 

 
米国経済センサスにおける行政記録情報の活用の状況 

 
平成２０年２月 

 
※ 「北米産業分類体系と米国経済センサス」（ＫＥＯ ＤＩＳＣＵＳＳＩＯＮ ＰＡＰＥＲ 

Ｎｏ．１０６、慶應義塾大学 宮川幸三）、「準備が進むわが国の２０１１年経済センサ

スについて」（計画行政 第３０巻第４号、東京国際大学 菅幹雄）等を基に、事務局の

文責でまとめたもの。 

 
１． ビジネスレジスター（母集団名簿）の整備段階 
（１）内国歳入庁（ＩＲＳ）、社会保障庁（ＳＳＡ）及び労働統計局（ＢＬＳ）の行政

記録情報を基にビジネスレジスターを作成。なお、このビジネスレジスターは、常

に最新の行政記録情報により更新されている。 
（注）ＩＲＳからは、企業名、所在地、雇用主識別番号（ＥＩＮ）、産業分類情報（ＮＡＩ

ＣＳ）、収入（販売額）、雇用者数、給与支払額等の行政記録情報を得ている。  

     ＳＳＡ及びＢＬＳからは、主に産業分類情報（ＮＡＩＣＳ）を得ている。 

 
（２）このビジネスレジスターを基に、毎年、企業組織調査（ＣＯＳ）を行い、企業と

事業所の関係を明確にしている。なお、ビジネスレジスターに結果をフィードバッ

クしている。 
  (注) ＣＯＳにおいては、企業が保有する事業所リスト、各事業所の所在地、ＥＩＮ、ＮＡ

ＩＣＳ、雇用者数、給与支払額等を調査している。 

 
（３）ビジネスレジスターの段階において、行政記録情報及び直近の経済センサスの情

報により、産業格付けが行われる。 
 
（参考）米国の経済センサスにおいては、企業・事業所の関係及び産業格付けがビジネ

スレジスター段階で把握されていることから、部門別調査票（２００２年経済セ

ンサスでは、４９０種類）を用い、各産業部門に特有の調査項目を設定すること

や、産出や投入についても詳細に調査を行うことを可能としている。この際、各

調査項目や産出物、投入物の種類を調査票にプレプリントすることにより、報告

者負担の軽減を図っている。 
 なお、北米産業分類体系（ＮＡＩＣＳ）は、こうした部門別調査を可能とする

よう、供給サイドの概念で作成されている。 
 また、本社一括郵送調査を行うことで調査費用の軽減を図っている。 
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- 2 - 

２． 調査段階 
   従業員５人未満の単一事業所企業に対しては、センサス調査を行わず、内国歳入

庁（ＩＲＳ）による行政記録情報を活用している。 
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省
庁
名

活
用
先
の
統
計
名

行
政
記
録
情
報
名

活
用
方
法
の
形
態

総
務
省

国
勢
調
査

住
民
基
本
台
帳

欠
測
値
等
の
補
完

総
務
省

家
計
消
費
状
況
調
査

住
民
基
本
台
帳

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

総
務
省

経
済
セ
ン
サ
ス

商
業
・
法
人
登
記
デ
ー
タ

母
集
団
情
報
の
捕
捉

財
務
省

民
間
給
与
実
態
統
計
調
査

登
記
情
報

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

戸
籍
法
に
基
づ
く
出
生
、
死
亡
、
婚
姻
及
び
離
婚
の
届

書 死
産
の
届
出
に
関
す
る
規
程
に
基
づ
く
死
産
の
届
出

厚
生
労
働
省
医
療
施
設
動
態
調
査

医
療
法
に
基
づ
く
医
療
施
設
の
開
設
、
廃
止
、
変
更
等

の
届
出

行
政
記
録
情
報
だ
け
か
ら
統
計
を
作
成

厚
生
労
働
省
毎
月
勤
労
統
計
調
査

雇
用
保
険
法
に
基
づ
く
雇
用
保
険
適
用
事
業
所
設
置

届
新
設
等
の
事
業
所
を
調
査
対
象
候
補
と
し
て
活
用

厚
生
労
働
省
労
働
安
全
衛
生
特
別
調
査

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
「
保
険
関
係
成
立
届
」
等
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た

台
帳

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

厚
生
労
働
省
労
働
災
害
動
向
調
査

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
「
保
険
関
係
成
立
届
」
等
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た

台
帳

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

厚
生
労
働
省
労
務
費
率
調
査

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
「
保
険
関
係
成
立
届
」
等
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た

台
帳

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

　

既
に
統
計
作
成
に
行
政
記
録
情
報
を
活
用
し
て
い
る
例
（
一
覧
表
）

厚
生
労
働
省
人
口
動
態
調
査

行
政
記
録
情
報
だ
け
か
ら
統
計
を
作
成
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省
庁
名

活
用
先
の
統
計
名

行
政
記
録
情
報
名

活
用
方
法
の
形
態

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

農
林
水
産
省
海
面
漁
業
生
産
統
計
調
査

漁
獲
成
績
等
報
告
書

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

農
林
水
産
省
遊
漁
採
捕
量
調
査

遊
漁
船
業
者
登
録
簿

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

経
済
産
業
省
石
油
製
品
需
給
動
態
統
計
調
査
、

石
油
輸
入
調
査
、
石
油
設
備
調
査
石
油
の
備
蓄
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
い
た

申
請
・
届
出

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

経
済
産
業
省
知
的
財
産
活
動
調
査

特
許
法
に
基
づ
く
特
許
・
実
用
新
案
・
意
匠
・
商
標
出

願
人
デ
ー
タ

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

統
計
の
正
確
性
等
の
検
証

国
土
交
通
省
旅
行
・
観
光
消
費
動
向
調
査

住
民
基
本
台
帳

母
集
団
情
報
と
し
て
活
用

建
設
業
許
可
情
報

建
設
工
事
統
計
調
査
、
住
宅
用
地

完
成
面
積
調
査

国
土
交
通
省

国
土
交
通
省
自
動
車
輸
送
統
計
調
査

自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
、
軽
自
動
車
検
査
記
録
簿

厚
生
労
働
省

（
社
会
保
険

庁
）

国
民
年
金
被
保
険
者
実
態
調
査

国
民
被
保
険
者
フ
ァ
イ
ル

農
林
水
産
省
畜
産
統
計
調
査

牛
個
体
識
別
台
帳

　

国
土
交
通
省
自
動
車
燃
料
消
費
量
調
査

自
動
車
登
録
フ
ァ
イ
ル
、
軽
自
動
車
検
査
記
録
簿
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省
庁
名

活
用
先
の
統
計
名

行
政
記
録
情
報
名

活
用
方
法
の
形
態

総
務
省

住
民
基
本
台
帳
人
口
移
動
報
告

住
民
基
本
台
帳

行
政
記
録
情
報
だ
け
か
ら
統
計
を
作
成
（
デ
ー
タ
の

追
加
）

行
政
記
録
情
報
だ
け
か
ら
統
計
を
作
成

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

母
集
団
情
報
の
捕
捉

総
務
省

経
済
セ
ン
サ
ス

保
険
関
係
成
立
届

母
集
団
情
報
の
捕
捉

総
務
省

経
済
セ
ン
サ
ス

雇
用
保
険
適
用
事
業
所
設
置
及
び
廃
止
の
届
出
書

母
集
団
情
報
の
捕
捉

財
務
省

法
人
企
業
統
計
調
査

有
価
証
券
報
告
書
デ
ー
タ

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

農
林
水
産
省
漁
業
セ
ン
サ
ス

漁
船
登
録
デ
ー
タ

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

経
済
産
業
省
（
検
討
中
）

法
人
税
法
等
に
よ
り
申
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

デ
ー
タ

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

国
土
交
通
省
法
人
土
地
基
本
調
査

固
定
資
産
課
税
台
帳

行
政
記
録
と
調
査
統
計
か
ら
統
計
を
作
成

今
後
、
統
計
作
成
に
行
政
記
録
情
報
の
活
用
が
期
待
で
き
る
例
（
一
覧
表
）

　

総
務
省

経
済
セ
ン
サ
ス

税
務
デ
ー
タ
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種類
行政記録情報名
（根拠法）

閲覧、守秘義務等が規定さ
れている場合の法条項 保有機関名

活用先の
統計調査名

活用形態 活用による効果 利活用上の問題と対策

国勢調査（総務省） 欠測値等の
補完

調査結果の精度確保 市町村が取り扱う個人情報の保護
の適正な管理などを定めた個人情
報保護に関する条例の手続が必要
となり、個人情報保護審議会への意
見照会など、手続が煩雑な場合があ
る。

旅行・観光消費動向
調査（国土交通省）

母集団情報 行政記録情報を利用する手続きが
煩雑（市町村の条例等による申請手
続きが必要。様式は市町村によって
区々であり、申請にあたっても調査
委託先のみの申請で済む場合と調
査実施者からの申請も必要となる場
合があるなど申請手続きの統一化
がされていないため。）
調査対象のプライバシー等への配慮
が必要

家計消費状況調査
（総務省）

母集団情報 ①閲覧できる情報が自治体によって
異なるため、調査世帯名簿を作成す
るのに必要な情報を得られないこと
がある。
②閲覧手続き、閲覧期間等が自治
体によって異なるため、統計局及び
調査受託事業者の事務手続きが煩
雑となる。
③自治体によっては閲覧に手数料を
要する。

経済センサス（総務
省等）

名簿情報の
捕捉

これまで調査員調査のみでは把握
が困難であったＳＯＨＯ等の事業所
の捕捉率を高め、より正確な母集団
名簿を提供することが可能となる。

登記情報には、産業分類、従業者数
等の情報がないことなら、登記情報
を活用し事業所母集団情報の補完
を行うためには、別途調査を実施す
る必要がある。

民間給与実態統計
調査（国税庁）

母集団情報 名簿の整備等

牛個体識別台帳
（牛の個体識別のため
の情報の管理及び伝
達に関する特別措置
法）

牛の個体識別のため
の情報の管理及び伝
達に関する特別措置法
第６条（牛個体識別台
帳に関する情報の公
表）

農林水産省
（データベース
の管理につい
ては、独立行政
法人家畜改良
センター）

畜産統計調査（農林
水産省）

・行政記録情
報と調査統
計結果から
統計作成
・母集団情報

・調査項目の削減による、記入者（調
査客体）への記入負担の軽減。
・調査項目の簡素化による郵送調査
化。

出生時の登録及び出生から数か月
間における育成・肥育等を行う農家
間の移動などに関する登録等に遅
れがみられる。
これにより、飼養頭数等の取りまとめ
に使用する「月別出生頭数」などの
月別データについて、新しいデータ
ほど誤差が大きくなる傾向がある。

遊漁船業者登録簿
（遊漁船業の適正化に
関する法律第５条）

遊漁船業の適正化に
関する法律第８条（遊
漁船業者登録簿の閲
覧）

都道府県 遊漁採捕量調査（農
林水産省）

母集団情報 調査対象となる母集団の正確な把
握

「遊漁船業者登録簿」の一般閲覧が
法律によって義務付けられてはいる
ものの、個人情報保護の観点（条例
等）から情報提供に慎重な自治体が
存在するようになった。遊漁船業者
登録簿は本調査の母集団情報として
利用するため、漏れなくすべての都
道府県から情報入手することが必要
なことから、都道府県担当者への電
話連絡に加え、文書による依頼な
ど、情報入手のための手続きが煩雑
となった。

建設業許可データ
（建設業法第５条）

建設業法第13条（規定
する書類又はこれらの
写しを公衆の閲覧に供
する閲覧所を設けなけ
ればならない。抜粋、
提出書類の閲覧）

国土交通省
（総合政策局建
設業課）

建設工事統計調査
（建設工事施工統計
調査、建設工事受
注動態統計調査）、
住宅用地完成面積
調査
（国土交通省）

・行政記録情
報と調査統
計結果から
統計作成
・母集団情報

建設工事施工統計調査と住宅用地
完成面積調査については、許可番
号、商号名称、代表者氏名、住所、
資本金、郵便番号、電話番号等の内
容を調査票にプレプリントしており、
記入者の負担軽減を図っている。

閲覧可能な
行政記録情
報(一部情
報）

特許・実用新案・意匠・
商標出願人データ
（特許法・特許法（第36
条）、特許法施行規則
（第23条）（正式名称無
し））

特許法第200条（特許
庁の職員又はその職
にあつた者がその事務
に関して知得した特許
出願中の発明に関する
秘密を漏らし、又は盗
用したときは、１年以下
の懲役又は50万円以
下の罰金に処する。）

特許庁 知的財産活動調査
（特許庁）

母集団情報 知的財産活動調査は、主に産業財
産権に関する調査のため、産業財産
権の出願実績があった者を対象に
調査を実施することにより、高い統
計精度が得られる。

①制度上の問題
出願人リストは、公開情報と非公開
情報があるため、全ての出願人に関
する情報が利用可能なわけではな
い。出願人の情報は、一年六月後初
めて公開されるため、出願から一年
六月を経過しない情報は利用できな
い。（特許法第６４条）
②行政記録情報が最新のデータと
は限らない。
　特許庁で保有する出願人データ
は、申請人（出願人）の転居や、企業
等の名称変更などがあった場合で
も、特許庁に対して住所や名称の変
更届け等が提出されていなかった場
合、古い情報のままである。
③行政記録情報を利用するための
作業が繁雑。
　出願人データは申請人識別番号に
よって管理されているが、同一の者
でも、複数の申請人識別番号を持つ
ケースがあり、リストとして活用する
ためには名寄せの作業が必要とな
る。また、住所や名称でも一字一句
の違いで、別人と成り得るため、名
寄せの作業が必要である。

閲覧可能な
行政記録情
報

既に統計作成に行政記録情報を活用している例と閲覧、守秘義務等の規定との関係

市区町村（総務
省自治行政局
市町村課）

住民基本台帳法11条
（国又は地方公共団体
の機関の請求による住
民基本台帳の一部の
写しの閲覧）

住民基本台帳
（住民基本台帳法第５
条（住民基本台帳の備
付け）、第７条（住民票
の記載事項））

法務省（民事
局）

商業登記法第10条（登
記事項証明書の交付）

商業・法人登記データ
（商業登記法第６条(商
業登記簿）等）
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種類
行政記録情報名
（根拠法）

閲覧、守秘義務等が規定さ
れている場合の法条項 保有機関名

活用先の
統計調査名

活用形態 活用による効果 利活用上の問題と対策

既に統計作成に行政記録情報を活用している例と閲覧、守秘義務等の規定との関係

自動車登録ファイル、
軽自動車検査記録簿
（道路運送車両法、道
路運送車両法の一部
を改正する法律の施
行に伴う経過措置を定
める政令）
※閲覧可能な制度が
あるのは、自動車登録
ファイル

道路運送車両法第22
条　何人も、国土交通
大臣に対し、登録事項
その他の自動車登録
ファイルに記録されて
いる事項を証明した書
面（以下「登録事項等
証明書」という。）の交
付を請求することがで
きる（登録事項等証明
書等））

国土交通省
（自動車交通
局）

軽自動車検査
協会

自動車輸送統計調
査
（国土交通省）

・行政記録情
報と調査統
計結果から
統計作成
・母集団情報

統計精度の向上 ①車検データに調査対象車両の使
用者の郵便番号、電話番号等の情
報が含まれていない。
②車検データを入手するための手続
きが煩雑。
③車検データは年に３回入手し、入
手１回につき４か月分の調査対象車
両を選定しているため、車検データ
の入手から調査実施までに期間を要
し、入手した車検データと実態との間
に乖離が生ずるケースがある。
④車両の使用者の氏名、住所及び
車両ナンバー等の個人情報を扱うた
め、個人情報が漏れることのないよ
う配慮。

自動車登録ファイル、
軽自動車検査記録簿
（道路運送車両法、道
路運送車両法の一部
を改正する法律の施
行に伴う経過措置を定
める政令）
※閲覧可能な制度が
あるのは、自動車登録
ファイル

道路運送車両法第22
条　何人も、国土交通
大臣に対し、登録事項
その他の自動車登録
ファイルに記録されて
いる事項を証明した書
面（以下「登録事項等
証明書」という。）の交
付を請求することがで
きる（登録事項等証明
書等））

国土交通省
（自動車交通
局）

軽自動車検査
協会

自動車燃料消費量
調査（国土交通省）

・行政記録情
報と調査統
計結果から
統計作成
・母集団情報
・統計の正確
性等の検証

統計精度の向上 ①軽自動車検査記録簿に、当方が
必要としているデータの一部が含ま
れていない。
②車検データに調査対象車両の使
用者の郵便番号、電話番号等の情
報が含まれていない。
③車検データを入手するための手続
きが煩雑。
④車検データは年に３回入手し、入
手１回につき４か月分の調査対象車
両を選定しているため、車検データ
の入手から調査実施までに期間を要
し、入手した車検データと実態との間
に乖離が生ずるケースがある。
⑤車両の使用者の氏名、住所及び
車両ナンバー等の個人情報を扱うた
め、個人情報が漏れることのないよ
う配慮。

医療施設の開設、廃
止、変更等の届出
（医療法第８条の２第２
項、医療法第９条第１
項、医療法施行令第４
条の２第１項　他）

－なし－ 都道府県、保
健所を設置す
る市又は特別
区

医療施設調査（医療
施設動態調査）（厚
生労働省）

行政記録情
報から統計
作成

各都道府県・保健所を設置する市・
特別区に届け出られた医療法に基
づく届書から、各都道府県・保健所
を設置する市・特別区において医療
施設動態調査票を作成することによ
り報告を行うため、調査客体の全数
把握を可能とし、かつ報告の迅速
性、内容の正確性が確保されてい
る。

既存の行政記録から作成するため、
行政記録以上の情報について調査
ができない。

国年被保険者ファイル
（国民年金法第108条
の３）

－なし－ 社会保険庁 国民年金被保険者
実態調査（社会保険
庁）

・行政記録情
報と調査統
計結果から
統計作成
・母集団情報

保険料納付状況等、当庁で把握して
いる情報を調査する必要がないこと
から、調査負担の軽減に資する。

労働安全衛生特別
調査(建設業労働災
害防止対策等総合
実態調査、労働環
境調査)（厚生労働
省）

母集団情報 調査の目的に応じた正確な調査対
象の抽出。

行政記録情報の使用及び管理にお
けるセキュリティ面での配慮

労働災害動向調査
（厚生労働省）

母集団情報 調査の目的に応じた正確な調査対
象の抽出。

行政記録情報の使用及び管理にお
けるセキュリティ面での配慮

労務費率調査（厚生
労働省）

母集団情報 調査の目的に応じた正確な調査対
象の抽出。

行政記録情報の使用及び管理にお
けるセキュリティ面での配慮

雇用保険適用事業所
設置届
（雇用保険法施行規則
第141条）

－なし－ 厚生労働省
（職業安定局）

毎月勤労統計調査
（厚生労働省）

新設等の事
業所を調査
対象候補とし
て活用

総務省統計局の事業所・企業統計
調査の中間年で最新の事業所デー
タ把握できない場合に活用し、新た
に対象事業所に加えることで、調査
結果が最新の状況を反映

漁獲成績等報告書
（指定漁業の許可及び
取締り等に関する省令
第28条、承認漁業等
の取締りに関する省令
第22条）

－なし－ 水産庁 海面漁業生産統計
調査（農林水産省）

行政記録情
報と調査統
計結果から
統計作成

・国への二重報告を防ぐことにより報
告者の負担を軽減。
・調査経費の削減。

農林水産大臣に提出される漁獲成
績等報告書について、漁業者からの
提出時期の遅れにより、取りまとめ
期間が十分に確保できないなどの支
障が生じることがある。

　

石油の備蓄の確保等
に関する法律に基づ
いた申請・届出
（石油の備蓄の確保等
に関する法律第13条、
第23条、第24条、第25
条）

－なし－ 資源エネル
ギー庁
（資源・燃料部
石油精製備蓄
課）

石油製品需給動態
統計調査、石油輸
入調査、石油設備
調査
（資源エネルギー
庁）

母集団情報 統計精度の向上

閲覧可能な
行政記録情
報(一部情
報）

厚生労働省
（労働基準局）

－なし－「保険関係成立届」、
「名称、所在地等変更
届」、「概算・増加概
算・確定保険料申告
書」に基づき作成され
た台帳
（労働保険の保険料の
徴収等に関する法律
第４条の２、第15条、
第19条、労働保険の
保険料の徴収等に関
する法律施行規則第４
条、第５条、第24条、
第33条）

個別法で閲
覧可能な行
政記録情報
とされていな
いが省内で
活用されて
いる行政記
録情報
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種類
行政記録情報名
（根拠法）

閲覧、守秘義務等が規定さ
れている場合の法条項 保有機関名

活用先の
統計調査名

活用形態 活用による効果 利活用上の問題と対策

既に統計作成に行政記録情報を活用している例と閲覧、守秘義務等の規定との関係

個別法で閲
覧可能な行
政記録情報
とされていな
いが他省で
活用されて
いる行政記
録情報

「出生の届書、死亡の
届書、婚姻の届書、離
婚の届書」
「死産の届出」
（「人口動態調査令」、
「戸籍法 第28条、第49
条第3項、第86条第2
項、戸籍法施行規則
第59条、出生証明書
の様式等を定める省
令第2条、医師法施行
規則第20条」、「死産
の届出に関する規程
第10条、死産届書、死
産証書及び死胎検案
書に関する省令第３
条」）

－なし－

【参考】
戸籍法第10条の２第２
項（国又は地方公共団
体の機関は、法令の定
める事務を遂行するた
めに必要がある場合に
は、戸籍謄本等の交付
の請求をすることがで
きる。）　　　　　※平成
２０年５月１日施行

市区町村 人口動態調査（厚生
労働省）

行政記録情
報から統計
作成

各市区町村に届出られた戸籍法等
に基づく届書から、調査に必要な項
目を、市区町村において人口動態調
査調査票に移記することにより調査
票を作成し、報告を行うため、調査
客体の全数把握を可能とし、かつ報
告の迅速性、内容の正確性が確保
されている。

既存の行政記録から作成するため、
行政記録以上の情報について調査
が出来ない。

個別法で守
秘義務が規
定せられて
いるが他府
省で活用さ
れている行
政記録情報
※

国民年金第１号被保
険者に係るデータ（市
区町村民税課税台帳
及び国民健康保険料
(税)賦課台帳の抽出）

　地方税法第22条(秘
密漏えいに関する罪)

市区町村 国民年金被保険者
実態調査（社会保険
庁）

行政記録情
報から統計
作成

　調査客体について、市区町村民税
課税台帳及び国民健康保険料(税)
賦課台帳から市区町村職員(国民年
金事務担当者)が必要事項を所得等
調査票に転記

国民年金法第106条、第108条に基
づく調査の実施

※事務局追加事例（第1回会合参考資料４－２等に基づく）
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種類
行政記録情報名
（根拠法）

閲覧、守秘義務等の規定が
ある場合の法条項 保有機関名

活用先の
統計調査名

活用形態 活用した場合の効果 活用に当たっての課題

住民基本台帳
（住民基本台帳法第
37条の２）

住民基本台帳法11条
（国又は地方公共団体
の機関の請求による住
民基本台帳の一部の
写しの閲覧）

市区町村（所
管：総務省自治
行政局市町村
課）

住民基本台帳人口
移動報告（総務省）

行政記録情
報から統計
作成

現行の統計に加え、年齢別、市区町
村別人口移動数の統計の作成が可
能

現行の月別データに加え、新たに転
入者の年齢及び従前の住所地に係
るデータの提供を受けて、年齢別、
市区町村別人口移動数の統計の作
成を可能とするにあたり、住民基本
台帳ネットワークシステムの活用の
拡大について、国民のコンセンサス
が得られる状況にない。また、ネット
ワーク未活用市区町においては、住
基ネットへ接続し、データの提供を受
ける必要がある。

有価証券報告書デー
タ
（金融商品取引法）

金融商品取引法第25
条（有価証券届出書等
の公衆縦覧）

金融庁 法人企業統計調査
（財務省）

調査統計結
果と合わせ
統計作成

調査対象法人のうち、有価証券報告
書提出法人について、調査票記入
負担の軽減

データを取り込むためのシステム改
修が必要

漁船登録データ
（漁船法第10条）

漁船法第二十一条（何
人でも、都道府県知事
に対し、漁船の登録の
謄本の交付を請求する
ことができる。 （登録謄
本の交付））、
第二十三条 　農林水
産大臣は、都道府県知
事に対し、漁船原簿の
副本を提出させ、及び
登録に関する統計その
他登録に関し必要な報
告を求めることができ
る。（漁船原簿の副本
の提出等）

都道府県 漁業センサス
（農林水産省）

調査統計結
果と合わせ
統計作成

調査対象者の記入負担の軽減 ①各都道府県が独自に電子化を
行っており、データ形式等が不統一
②漁船登録データと漁業センサスの
調査客体名簿とのマッチングに当
たっては、ファイル変換業務等の作
業等が必要
③登録者の氏名、住所と、調査客体
名簿の「経営体」（個人、会社、共同
経営等）、住所でマッチングするた
め、個人、会社、組合、共同経営毎
に漁船について、照合の可能性等の
検証が必要

保険関係成立届
(労働保険の保険料の
徴収等に関する法律
第４条の２)

－なし－ 厚生労働省（労
働基準局）

経済センサス
（総務省）

事業所母集
団情報の捕
捉

登記簿情報だけからは把握できない
個人経営の事業所に関する最新の
名簿情報を得ることが可能

「事業所」、「従業者」等の定義が異
なっていることから、把握すべき対象
が必ずしも完全には一致しないこと

雇用保険適用事業所
設置及び廃止届
（雇用保険法施行規則
141条）

－なし－ 厚生労働省（職
業安定局)

経済センサス
（総務省）

事業所母集
団情報の捕
捉

登記簿情報だけからは把握できない
個人経営の事業所に関する最新の
名簿情報を得ることが可能

「事業所」、「従業者」等の定義が異
なっていることから、把握すべき対象
が必ずしも完全には一致しない

固定資産課税台帳
(地方税法第382条の
２)

地方税法第三百八十
二条の二 （納税義務
者等の固定資産課税
台帳の閲覧）
地方税法第22条(秘密
漏えいに関する罪)

市区町村 法人土地基本調査
（国土交通省）

調査統計結
果と合わせ
統計作成

調査項目のうち、固定資産課税台帳
の記載項目については、調査客体で
の記入が不要

①調査客体の閲覧の許諾と委任状
が市町村毎に必要（課税台帳の閲
覧ができる者は、納税義務者本人、
同居の家族、納税管理人、借地人、
借家人、代理人となっており、代理
人の場合には委任状が必要（各市
町村条例）)
②固定資産課税台帳のフォーマット
が非統一
②固定資産課税台帳のフォーマット
が非統一
③各市町村の窓口でのみデータ入
手、入手に費用が必要
④非課税となっている宗教法人等は
記載がなく、別途調査が必要
⑤土地・建物共有の場合、筆頭でな
ければ記載されない場合があり

法人税法等により申告
が義務づけられている
データ

法人税法第163条、所
得税法第243条等(守
秘義務）

国税庁長官官
房企画課

経済センサス
（総務省）

①行政記録
情報から統
計作成
②調査統計
結果と合わ
せ統計作成
③事業所母
集団情報の
捕捉

①単独事業所企業など一部の企業
については経済センサスによる調査
が不要となる可能性があるほか、経
済センサスの調査事項を削減するこ
とにより、大幅に国民負担を軽減す
ることが可能になると期待
②個人経営の事業所に関する最新
の名簿情報を得ることが可能。ま
た、登記簿上の所在地と実在の所
在地が異なる場合に、実在の所在
地情報を得ることにより、より精緻な
事業所母集団情報を構築することが
可能

①売上高等の有用な情報が電子化
されていない可能性があること
②支所を持つ企業等については経
済センサスの把握対象である事業所
単位の情報が得られないこと
③実在の所在地が登記上の所在地
と異なる場合、それがデータに反映
されるのが１年程度遅れる可能性が
あること

法人税法等により申告
が義務づけられている
データ

法人税法第163条、所
得税法第243条等(守
秘義務）

国税庁長官官
房企画課

経済産業省所管統
計（検討中）
（経済産業省）

調査統計結
果と合わせ
統計作成

①小規模企業の負担軽減
②調査のコストの軽減
③補足率の向上の可能性

税務情報は企業単位であるため、事
業所毎や地域表章の統計の作成等
において利用に制限

今後、統計作成に行政記録情報の活用が期待できる例と閲覧、守秘義務等の規定との関係

閲覧可能な
行政記録情
報

個別法で守
秘義務が規
定されている
行政記録情
報

個別法で目
的外利用や
守秘義務が
規定されて
いない行政
記録情報
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平成 20 年５月 13 日 

総 務 省 統 計 局 

 

住民基本台帳の活用について 

 

１ 活用する統計 

住民基本台帳人口移動報告（届出統計） 

「住民基本台帳人口移動報告」は、住民基本台帳法第３０条の１０第１項に規

定する指定情報処理機関から、人口の移動状況を明らかにする月別データ

の提供を受けて、都道府県・大都市等の別に人口移動数が明らかになるよう

作成している。 

 

２ 活用の方法 

現在提供を受けているデータに加え、年齢階級別、現行よりも細かい地

域別のデータの提供を受けて統計を作成する。 

 

３ 活用により整備される統計 

現行の統計に加えて、年齢や地域について、現行よりも詳細な人口移動

数の統計の作成が可能となる。 

 

４ 活用する上での課題 

（１） 転入者数・転出者数を年齢や地域により詳細に表章する場合は、個人

の移動が特定されることがないよう検討することが必要である。 

（２） 現行でも住民基本台帳ネットワークに不参加の自治体のデータについ

ては、都道府県を経由して毎月統計局に報告を受けており、新たなデータ

を追加することが可能か否か検討することが必要である。 

（３） 資料の提供については、提供元である都道府県の了解を得る必要が

ある。 

20

CO922572
テキストボックス
資料3－6

CO922572
テキストボックス
統計委員会基本計画部会第４ワーキンググループ会合（第８回）資料



 

平成２０年５月１３日 

総務省自治行政局市町村課 

 

 

住民基本台帳法第 37条第 2項の規定による資料の提供について 

 

 

○住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号） 

（資料の提供）  

第三十七条 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務につい

て必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事

項に関して資料の提供を求めることができる。  

２ 国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知

事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めること

ができる。  

 

（指定情報処理機関の指定等）  

第三十条の十 都道府県知事は、総務大臣の指定する者（以下「指定情報処

理機関」という。）に、次に掲げる事務（以下「本人確認情報処理事務」

という。）を行わせることができる。  

一～六 （略） 

七 第三十七条第二項の規定による本人確認情報に関する資料の国の行

政機関への提供  

２～５ （略） 
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 1

諸外国の個別統計における行政記録の活用事例（未定稿) 

国名 行政記録情報名 保有機関名 活用先の統計名 活用内容 根拠等 

ア メ リ

カ 

所得税記録や給与支払税記

録の売上げ、雇用等のデータ 

内国歳入庁

（ＩＲＳ） 

「経済センサス」 従業員５人未満の単一事業所企業を対象 

 法人税申告等のデータ 同上 「雇い人のない自営業の統計」 一部の情報は法人税申告等のデータを利用 

合衆国法典(第 26

巻(内国歳入コー

ド））等 

 ビジネスレジスター（BR）情

報 

センサス局 農業以外のすべての経済部門を

カバーする年次、月次、四半期を

含む経済調査 

内国歳入庁（ＩＲＳ）の納税記録等を基に作成されたビジネスレ

ジスターを母集団情報として利用 

 

カナダ 所得関係データ カナダ歳入

庁 

「労働・所得動態調査（パネル調

査）」 

申告者の承諾の下に課税データを利用 

   「貯蓄調査」 同上   

カナダの統計に

関する法律等 

   「地域別所得調査」 カナダ歳入庁から提供されたデータから作成  

 物品サービス税ファイルの

データ 

同上 「月次製造業調査」 サンプル対象の一部（約25％分）について、統計モデルを使用し

て物品サービス税ファイルから出荷データを作成 

 

 給料支払簿調査結果と給与

控除データ 

同上 「雇用所得及び勤務時間に関す

る調査」 

カナダ歳入庁から提供されたデータから作成  

 ビジネスレジスター（BR）情

報 

カナダ統計

局 

大部分の経済調査及び施設調査 カナダ歳入庁の納税ファイル等を基に作成されたビジネスレ

ジスター(BR)を母集団情報として利用 

 

フ ラ ン

ス 

労働異動申告のデータ  月次及び四半期の雇用者数の統

計 

社会保障に関する行政記録(労働異動申告 Declaration 

mensuelles de mouvements de main-d’oeuvre)に基づいて作成 

 年次社会保障申告のデータ  産業別の給与統計 年次社会保障申告(Declaration annuelle de donnees socials)

に基づいて作成 

統計資料に係る

義務、調整、及び

秘密に関する法

律、ＥＵ規則等 

 ビ ジ ネ ス レ ジ ス タ ー

（SIRENE）情報 
フランス国

立統計経済

研 究 所

(INSEE) 

新規設立企業に関する月次統計 ビジネスレジスター（SIRENE）を利用（2007年から開始）  

ドイツ ビジネスレジスターシステ

ム95（URS 95）情報 

ドイツ連邦

統計局 

様々な企業統計（例えば製造業、

貿易、サービス部門等） 

税務、社会保障、商工会議所、手工業会議所の各レジスターから、

統計目的のためのビジネスレジスターを整備しており、企業調査

フレームとして使用 

 金融及び社会保障関係の月

次データ 

 

金融及び社

会保障当局 

サービス産業（欧州共同体標準産

業分類（NACE）のIとK）におけ

る短期統計や手工芸統計 

金融及び社会保障当局の月次データを利用 

 

連邦統計法及び

ビジネスレジス

ターに行政記録

の情報提供を可

能にした法律、EU

規則等 

年次税データ 歳入局（IRD） 年次財政統計 約 250,000 企業をカバーする年次企業調査（AES）は、直接調査

と、中小企業については歳入局（IRD）の年次税データによる補

足の両方によって作成 

統計法等 ニ ュ ー

ジ ー ラ

ンド 

保険産業（日本の年金と同様

の政府所管の退職保険）に関

するデータ 

政府保険局

（経済開発

省の部局 

年次企業調査 保険産業（日本の年金と同様の政府所管の退職保険）のある部分

が政府保険局（経済開発省の部局）からのデータを利用。なお、

中央政府行政（Central Government Administration）は、国庫

局のデータを利用 

 

 財及びサービス税の申告書

（日本の消費税に相当する

付加価値税）のデータ 

歳入局（IRD） 年次以下の財政統計 税データは、卸売・小売及び製造業の測定に広く利用されており、

データは、財及びサービス税の申告書（日本の消費税に相当する

付加価値税）がソース 

 

 アルコール及びタバコ消費

に関するデータ 

関税局 アルコール及びタバコ消費統計 税関局のデータも利用  

 建築許可に関するデータ 自治体 四半期毎建築活動調査（QBAS） 建築許可に関する地元自治体のデータは標本選定に利用  

 出生及び死亡登録データ 国内局 出生及び死亡統計 国内局の出生及び死亡登録から作成  

 移民に関するデータ 関税局 移民統計 出入国カード及び関税局の日々の電子データから作成  

 中絶に関するデータ（中絶申

告書） 

中絶諮問委

員会 

中絶統計 中絶諮問委員会の中絶申告書のフォームから作成  

 婚姻及び同性婚登録データ 国内局 婚姻及び同性婚統計 国内局の婚姻及び同性婚登録から作成  

 婚姻破棄の申告書のデータ 裁判所 離婚統計 家庭裁判所の婚姻破棄の申告書から作成  

ＡＢＳビジネスレジスター

情報 

オーストラ

リア統計局

（ABS） 

年次産業統計 国税庁のビジネスレジスター及び税務データなどを基にオース

トラリア統計局が整備した統計用のABSビジネスレジスターから

作成 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ統計局法

及び所得税賦課

法等 

  中小企業に対する調査 統計用ビジネスレジスターを調査事項の補完に利用  

オ ー ス

ト ラ リ

ア 

事業活動申告のデータ  月次小売業調査 標本設計のため事業活動申告を利用  

フ ィ ン

ランド 

各種の行政記録のデータ  人口統計、人口センサス結果、建

物及び住居統計、居住環境統計、

地域雇用統計、司法及び犯罪統

計、選挙統計、所得統計 

行政記録のみから作成 統計法等 

 同上  所得分布統計、世帯収支調査、労

働力統計、賃金及び給与統計、ビ

ジネス統計 
 

行政記録と統計調査から作成  

ス ウ ェ

ーデン 

所得に関する各種データ 国税庁、社会

保険庁、学生

支援庁等 

所得統計 国税庁、社会保険庁、学生支援庁、その他の機関からのデータを

利用。各種所得を網羅し、全数を対象 
 

官庁統計法等 
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 2

国名 行政記録情報名 保有機関名 活用先の統計名 活用内容 根拠等 

韓国 住民登録関連の行政データ  国内人口移動統計 住民登録関連の行政データに基づく 

 出入国申告書の生データ  国際人口移動統計 出入国申告書の生データに基づく 

統計法等(200７

年４月成立) 

 人口動態統計報告のデータ  人口動態統計 人口動態統計報告システムの開発に伴う現地入力手法による  

 死亡届のデータ  死因別死亡統計 データは死亡届に基づき作成され、その正確性は死因に関する

様々な行政データによって向上 
 

 建築登録、外国人登録等いく

つかの行政データ 
 2005 年人口・住宅センサスや小

規模統計 

実査が困難なものを避けるため、建築登録、外国人登録等いくつ

かの行政データを参照 

 

イ ギ リ

ス 

省庁間ビジネスレジスター

（IDBR）情報 

国家統計局

(ONS) 

「中小企業会計」 国家統計局(ONS)が作成する省庁間ビジネスレジスター（IDBR）

を基にビジネス企業規制改革省が作成 

   ビジネスデモグラフィー統計 国家統計局が省庁間ビジネスレジスター（IDBR）から作成 

付加価値税法、統

計及び登録サー

ビス法、EU規則等

   イギリス国家統計局（ONS）所管

する企業や事業所等及び他府省

が実施する各種統計 

省庁間ビジネスレジスター（IDBR）を基にサンプリングフレ

ームに利用 
 

ノ ル ウ

ェー 

中央人口登録簿、区画住所建

物登録簿データ 
 2001年人口・住宅センサス 中央人口登録簿(CPR Central Population Register)と区画住所

建物登録簿 (GAB Ground Parcel, Address and Building 
Register)を使用。 

 教育関係データ  教育統計 教育省が法律を根拠に収集する学校からのデータを使って統計

を作成 

 被用者登録簿データ  小地域の雇用統計 被用者登録簿を使って作成 

官庁統計及びﾉﾙｳ

ｪｰ統計局に関す

る法律（統計法）、

統計法の実施･補

足に関する規則

等 
 事業所・企業ノルウェー中央

レジスター（CRE）情報 

ノルウェー

統計局 

構造ビジネス統計、賃金統計、ビ

ジネスデモグラフィー統計、事業

所統計(場所単位) 

統計局が作成する事業所・企業ノルウェー中央レジスター（CRE）

を基に作成 

 

デ ン マ

ーク 
各種のビジネスレジスター

情報 

 「人口統計」、「付加価値税による

生産金額等の統計」、「家計所得統

計」等 

税務当局が整備を行っているビジネスレジスターを基に、企業・

事業所のレジスター、中央人口のレジスター、建物・住宅の中央

レジスターを共通識別番号で相互に結びつけて運用しており、こ

れら情報から作成。 

1979 年のデンマ
ーク公共機関レ

ジスター法等 

 

23

CO922572
長方形



海
外
に
お
け
る
政
府
統
計
調
査
の
民
間
委
託
の
状
況
（
未
定
稿
）
 

１
 
海
外
（
３
国
）
に
お
け
る
民
間
委
託
の
例
 

（
注
）
海
外
に
お
け
る
政
府
統
計
調
査
の
民
間
委
託
の
状
況
―
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
中
心
に
し
て
―
（
統
計
法
制
度
に
関
す
る
研
究
会
（
第
２
回
：
平
成
1
7
年
１
月

3
1
日
）
な
ど
に
基
づ
き
、
事
務
局
で
作
成
し
た
。

 

 
 
 
項
 
目

 
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

 
イ
ギ
リ
ス

 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

 
統
計
組
織

 
分
散
型

 
分
散
型

 
集
中
型

 
統
計
部
局

 
商
務
省
セ
ン
サ
ス
局

 
国
家
統
計
局

 
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
統
計
局

 

 
対
象
統
計
調
査

 
・
 
セ
ン
サ
ス
局
が
行
う
統
計
調
査

 
・

20
01
年
人
口
セ
ン
サ
ス

 
・
人
口
セ
ン
サ
ス
を
含
め
た
全
て
の
統

計
調
査

 
  

委
託
内
容

 
  

①
 
デ
ー
タ
入
力
業
務

 
②
 
デ
ー
タ
入
力
サ
ー
ビ
ス

 
③
 
電
話
セ
ン
タ
ー
設
置

 
④
 
Ａ
Ｆ
Ｆ
シ
ス
テ
ム
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

し
て
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
）

 
⑤
 
広
報
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ど

 

①
 
調
査
員
手
当
の
支
払
い
事
務

 
②
 
調
査
票
の
印
刷
及
び
入
力

 
③
 
調
査
票
の
イ
メ
ー
ジ
デ
ー
タ
保
管
の

た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
補
強

 
④
 
資
料
の
印
刷

 
⑤
 
広
報
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ど

 

①
 
情
報
シ
ス
テ
ム
の
開
発

 
②
 
広
報
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ど

 

   

  
委
託
先

 
 

●
 
業
務
陳
述
書
（
Ｓ
Ｏ
Ｗ
）
に
明
示
 

（
1
.
 
沿
革
と
委
託
の
目
的
、
2
.
 
委
託
の
内
容

と
必
要
条
件
、
3
.
 
予
期
さ
れ
る
成
果
と
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
予
定
表
、
4.
 
連
邦
政
府
が
提

供
す
る
資
源
、
5
.
 
出
張
条
件
、
6
.
 
契
約
会

社
の
ス
タ
ッ
フ
の
資
格
と
経
験
条
件
な
ど
）

●
 
国
家
統
計
局
セ
ン
サ
ス
課
の
中
に
調

達
班
を
設
置
。
法
的
助
言
を
得
る
見
地

か
ら
専
門
家
に
よ
る
委
員
会
で
外
注
の

可
能
性
等
に
つ
い
て
検
討
 

 

   
 
 
 
 
 
 
―

 
 

  
備
 
考

 

○
 
実
査
は
、
民
間
委
託
を
行
わ
ず

 
 
〈
理
由
〉
：
調
査
員
は
調
査
対
象
者
と
直
接
接

触
し
、
個
人
や
企
業
の
秘
密
を
知
り
う
る
立

場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
厳
格
に
秘
密
を
守
る

義
務
が
あ
る
た
め

 

○
 
実
査
は
、
民
間
委
託
を
行
わ
ず

 
○
 
厳
格
な
秘
密
保
護
を
行
い
な
が
ら

民
間
委
託

 
○
 
実
査
（
調
査
員
の
任
命
、
指
導
・

監
督
を
含
む
）
は
、
国
自
ら
実
施

 
 
〈
理
由
〉：
回
答
者
の
信
頼
確
保
の
た

め
 

24

CO922572
テキストボックス
資料4－1

CO922572
テキストボックス
統計委員会基本計画部会第４ワーキンググループ会合（第３回）資料



 ２
 
人
口
・
住
宅
セ
ン
サ
ス
に
関
す
る
原
則
及
び
勧
告
（
２
０
０
７
年
２
月
国
連
統
計
委
員
会
採
択
）
抜
粋

 

 
 
I
I
I
 
人
口
・
住
宅
セ
ン
サ
ス
の
計
画
、
組
織
、
管
理
 

I
I
I
－
Ｂ
 
外
部
委
託
 

1
.
2
2
0
 
今
日
、
多
く
の
国
々
は
セ
ン
サ
ス
業
務
の
一
部
を
外
注
し
て
い
る
。
外
注
は
、
（
公
的
部
門
で
は
必
ず
し
も
利
用
可
能
で
は
な
い
）
最

新
の
手
法
と
技
術
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
効
果
的
に
作
業
を
行
う
と
と
も
に
、
競
争
を
通
じ
て
コ
ス
ト
の
削
減
に
資
す
る
手
法
の
一

つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
セ
ン
サ
ス
の
す
べ
て
の
業
務
が
外
注
に
適
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
外
注

の
可
否
は
セ
ン
サ
ス
の
一
連
の
事
務
を
ス
テ
ッ
プ
ご
と
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
ご
と
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
務
は
、

正
確
で
タ
イ
ム
リ
ー
な
結
果
を
提
供
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
国
民
が
納
得
で
き
る
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
必
要
が

あ
り
、
一
部
の
事
務
で
あ
っ
て
も
、
国
民
の
信
頼
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
方
法
で
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
外
注
の
適
否
を
判
断

す
る
際
に
は
、
統
計
局
は
以
下
の
観
点
か
ら
基
準
を
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
 

(
a
)
 
 
 
厳
格
な
秘
密
保
護
 

(
b
)
 
 
秘
密
保
護
の
方
策
が
国
民
に
納
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

(
c
)
 
 
品
質
の
保
持
 

(
d
)
 
 
委
託
業
者
の
業
務
管
理
能
力
 

(
e
)
 
 
（
各
国
の
個
別
の
事
情
に
即
し
た
）
国
家
統
計
局
の
コ
ア
業
務
の
維
持
a
n
d
 
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
n
e
s
s
 
j
u
d
g
e
m
e
n
t
 

 
 
 
 

 
 
 
 
※
 
下
線
は
事
務
局
で
付
し
た
。
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指定統計調査における調査方法等別の民間事業者の活用状況

調査の流れ

調査方法

周期 月 年 月 年 月 年
２年
以上

月 年
２年
以上

1 企画 1.1 調査研究 ○

1.2 標本設計 ○ ○ ○ ○ ○

1.3 経費措置

1.4 調査設計 ○

1.5 申請・届出

1.6 府省令等整備

2 実査 2.1 調査区設定 ○

準備 2.2 事務打合せ会議 ○

2.3 用品準備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.4 調査員任命

2.5 協力依頼

2.6 広報 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 実査 3.1 調査票記入(他計式)

3.2 調査票配布(自計式) ○ ○ ○※ ○

3.3 調査票取集(自計式) ○ ○ ○※ ○

3.4 苦情対応 ○ ○※ ○ ○

3.5 災害対応

3.6 調査書類検査・提出 ○ ○※

4 審査 4.1 調査書類受付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.2 書類検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.3 分類符号付け ○ ○ ○

4.4 データ入力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.5 データチェック ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4.6 疑義処理 ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 集計 5.1 集計企画

5.2 集計プログラム作成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.3 演算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5.4 結果表作成 ○ ○ ○ ○ ○

6 分析 6.1 分析・加工企画

加工 6.2 資料・データ収集 ○

6.3 分析・加工プログラム作成 ○ ○

6.4 演算 ○ ○

7 公表 7.1 報道発表・官報公表

提供 7.2 閲覧公表

7.3 報告書刊行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.4 ホームページ掲載 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.5 案内・問い合わせ対応

7.6 提供用データ・データベース整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7.7 電磁的記録提供

7.8 個票データ提供
○ その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）１　平成20年３月末時点における指定統計調査の民間事業者の活用状況について、調査の流れ、調査方法
　　　　等別に整理し、１調査でも民間事業者の活用実績がある業務（当該業務区分の一部の場合を含む）に
　　　　ついて「○」を記した。なお、「※」を記した業務は就業構造基本調査の例。
　　　２　調査周期が四半期のもの及び国直轄の郵送調査で５年周期の１調査については、年に含めて整理。
　　　３　網掛け部分は「統計調査の民間委託に係るガイドライン」において民間委託の推進対象業務とはされ
　　　　ていない業務。

統計調
査業務
の機能

○情報システムの開発、運用、保守

国直轄調査 地方公共団体経由調査

調査員 郵送 調査員 郵送
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総
務
省

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

国
土
交
通
省

　 報 告 者 へ の 間 接 広 報

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

上
記
の
１
４
統
計
調
査
に
つ
い
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
広
報
を
実
施

し
て
い
る
。
広
報
の
内
容
は
、
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
に
比
較
し
て
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
項
目
が
や
や
少
な
い
も
の
が

多
い
。

○
ポ
ス
タ
ー

上
記
の
１
４
統
計
調
査
の
う
ち
１
０

統
計
調
査
に
つ
い
て
ポ
ス
タ
ー
を
作

製
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ポ
ス
タ
ー
に
盛
り
込
ま
れ

た
内
容
は
、
住
宅
・
土
地
統
計
調

査
、
家
計
調
査
、
社
会
生
活
基
本
調

査
等
の
一
部
の
統
計
調
査
に
つ
い
て

結
果
の
利
活
用
が
記
載
さ
れ
て
い
る

ほ
か
は
調
査
へ
の
協
力
依
頼
が
多

い
。

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
学
校
基
本
調
査
」
及
び
「
学
校
保

健
統
計
調
査
」
の
２
つ
の
指
定
統
計

調
査
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
、
よ
く
あ
る
質
問
と
回
答
を
掲
載

す
る
と
と
も
に
、
電
子
掲
示
板
を
設

置
し
、
報
告
者
に
対
す
る
調
査
票
の

配
布
・
回
収
と
こ
れ
に
付
随
す
る
情

報
交
換
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

情
報
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
保
持
の
た

め
、
調
査
客
体
及
び
経
由
機
関
に
の

み
公
表
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
届
出
統
計
調
査
の
「
学
校
に

お
け
る
情
報
教
育
の
実
態
等
に
関
す

る
調
査
」
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
、
調
査
の
目
的
、
調
査
対
象
、

調
査
事
項
等
の
ほ
か
、
回
答
の
入
力

に
係
る
Q
＆
A
な
ど
の
情
報
を
掲
載
し

て
い
る
。

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
患
者
調
査
」
等
の
統
計
調
査
に
つ

い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
広
報

を
行
っ
て
い
る
。
広
告
の
内
容
と
し

て
は
、
調
査
内
容
・
目
的
、
調
査
へ

の
協
力
依
頼
、
調
査
対
象
の
選
定
理

由
、
調
査
方
法
、
問
合
せ
先
な
ど
数

項
目
を
記
載
し
て
い
る
も
の
が
多

い
。

○
ポ
ス
タ
ー

「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
、
「
国
民

生
活
基
礎
調
査
」
、
「
受
療
行
動
調

査
」
、
「
2
1
世
紀
成
年
者
縦
断
調

査
」
に
つ
い
て
広
報
用
の
ポ
ス
タ
ー

を
作
製
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ポ
ス
タ
ー
の
内
容
は
、
調

査
へ
の
協
力
依
頼
が
中
心
と
な
っ
て

い
る
。

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

「
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」
及
び
「
漁
業

セ
ン
サ
ス
」
の
２
つ
の
指
定
統
計
調

査
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
Ｃ

Ｓ
グ
リ
ー
ン
チ
ャ
ン
ネ
ル
、
メ
ー
ル

マ
ガ
ジ
ン
に
よ
る
広
報
を
行
っ
て
い

る
。

こ
れ
ら
の
広
報
の
内
容
は
、
調
査
目

的
・
内
容
、
調
査
へ
の
協
力
依
頼
、

秘
密
の
厳
守
、
調
査
方
法
、
前
回
調

査
の
結
果
概
要
、
問
合
せ
先
等
で
あ

る
。

○
ポ
ス
タ
ー

「
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」
及
び
「
漁
業

セ
ン
サ
ス
」
の
２
つ
の
指
定
統
計
調

査
に
つ
い
て
広
報
用
の
ポ
ス
タ
ー
を

作
製
し
て
い
る
が
、
調
査
名
の
み
と

な
っ
て
い
る
。

○
ポ
ス
タ
ー

「
工
業
統
計
調
査
」
及
び
「
商
業
統

計
調
査
」
に
つ
い
て
調
査
へ
の
協
力

依
頼
の
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
製
し

て
い
る
。

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
法
人
土
地
基
本
調
査
」
に
つ
い

て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
広
報
を
掲
載

し
て
い
る
。

統
計
調
査
へ
の
協
力
を
確
保
す
る
た
め
の
普
及
・
広
報
活
動
実
績

　 統 計 調 査 の 実 施 時 に お け る 広 報

○
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
法
人
土
地
基
本
調
査
」
、
「
船
員
労

働
統
計
調
査
」
、
「
内
航
船
舶
輸
送
統

計
調
査
」
、
「
自
動
車
輸
送
統
計
調

査
」
及
び
「
港
湾
調
査
」
に
つ
い
て
、

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
ま
た
は
調
査
依
頼
文
書

を
作
成
し
、
報
告
者
に
郵
送
し
て
い

る
。
「
法
人
土
地
基
本
調
査
」
の
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
調
査
目
的
・

内
容
、
秘
密
の
厳
守
、
調
査
方
法
、
前

回
調
査
の
結
果
概
要
、
結
果
の
利
活
用

事
例
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
「
自
動
車

輸
送
統
計
調
査
」
の
調
査
依
頼
文
書
に

つ
い
て
は
、
調
査
目
的
・
内
容
、
調
査

対
象
の
選
定
の
理
由
、
秘
密
の
厳
守
、

調
査
員
の
身
分
証
明
書
の
提
出
、
問
い

合
わ
せ
先
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
そ
の

他
の
統
計
調
査
に
つ
い
て
は
調
査
目

的
・
内
容
の
ほ
か
、
２
～
３
の
項
目
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

○
説
明
会

「
建
築
着
工
統
計
調
査
」
及
び
「
港
湾

調
査
」
に
つ
い
て
、
報
告
者
に
対
す
る

説
明
会
を
開
催
し
て
い
る
。
「
建
築
着

工
統
計
調
査
」
に
関
す
る
説
明
会
は
記

入
要
領
に
関
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
「
港
湾
調
査
」
に
関
す
る
説
明
会

は
調
査
目
的
・
内
容
の
ほ
か
、
結
果
の

利
活
用
事
例
、
よ
く
あ
る
質
問
及
び
回

答
が
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

○
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
経
済
産
業
省
生
産
動
態
統
計
調

査
」
等
７
つ
の
指
定
統
計
調
査
及
び

承
認
統
計
調
査
で
あ
る
「
特
定
サ
ー

ビ
ス
産
業
実
態
調
査
」
に
つ
い
て
、

広
報
用
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
調
査
協

力
の
依
頼
文
書
等
を
作
成
し
、
調
査

員
が
報
告
者
に
直
接
渡
す
か
ま
た
は

郵
送
し
て
い
る
。
広
報
の
内
容
は
、

「
工
業
統
計
調
査
」
に
つ
い
て
は
、

調
査
目
的
・
内
容
、
調
査
へ
の
協
力

依
頼
、
秘
密
の
厳
守
、
調
査
方
法
、

前
回
調
査
の
結
果
概
要
、
結
果
の
利

活
用
事
例
、
問
合
せ
先
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
統
計
調
査

に
つ
い
て
は
、
前
回
調
査
の
結
果
概

要
、
結
果
の
利
活
用
事
例
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。

○
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」
及
び
「
漁
業

セ
ン
サ
ス
」
の
２
つ
の
指
定
統
計
調

査
に
つ
い
て
、
広
報
用
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
調
査
員
が
報
告

者
に
直
接
渡
し
て
い
る
。
記
載
事
項

は
、
「
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」
は
、
調

査
目
的
・
内
容
、
調
査
へ
の
協
力
依

頼
、
調
査
方
法
、
前
回
調
査
の
結
果

概
要
、
問
合
せ
先
、
「
漁
業
セ
ン
サ

ス
」
は
、
調
査
目
的
・
内
容
、
調
査

へ
の
協
力
依
頼
、
秘
密
の
厳
守
、
調

査
方
法
、
前
回
調
査
結
果
の
概
要
、

結
果
の
利
活
用
事
例
と
な
っ
て
い

る
。

○
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
等
の
指
定

統
計
調
査
及
び
、
「
2
1
世
紀
出
生
児

縦
断
調
査
」
等
の
承
認
統
計
調
査
に

つ
い
て
、
広
報
用
の
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
、
調
査
協
力
の
依
頼
文
書
等
を
作

成
し
、
郵
送
、
ま
た
は
調
査
員
が
報

告
者
に
直
接
渡
す
等
し
て
い
る
。

「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
や
「
2
1
世

紀
出
生
児
縦
断
調
査
」
に
お
い
て

は
、
調
査
目
的
・
内
容
、
調
査
へ
の

協
力
依
頼
、
調
査
対
象
の
選
定
理

由
、
秘
密
の
厳
守
、
調
査
方
法
、
前

回
調
査
の
結
果
概
要
、
結
果
の
利
活

用
事
例
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
他
の
調
査
は
、
調
査
へ
の
協
力

依
頼
を
中
心
と
す
る
も
の
が
多
い
。

○
説
明
会

「
学
校
基
本
調
査
」
、
「
学
校
保
健

統
計
調
査
」
、
「
学
校
教
員
統
計
調

査
」
及
び
「
社
会
教
育
調
査
」
の
４

指
定
統
計
調
査
、
「
生
涯
学
習
・
社

会
体
育
施
設
等
調
査
」
及
び
「
子
供

の
学
習
費
調
査
」
の
２
承
認
統
計
調

査
、
並
び
に
「
生
涯
学
習
関
連
事
業

等
調
査
」
、
「
地
方
教
育
費
調

査
」
、
「
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
等

生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
調

査
」
及
び
「
公
・
私
立
高
等
学
校
に

お
け
る
中
途
退
学
者
等
の
状
況
調

査
」
の
４
届
出
統
計
調
査
に
つ
い

て
、
報
告
者
に
対
す
る
説
明
会
を

行
っ
て
い
る
。

説
明
会
の
内
容
は
、
調
査
の
目
的
・

内
容
、
調
査
方
法
、
結
果
の
利
活
用

に
関
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

○
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

報
告
者
に
対
す
る
直
接
の
広
報
と
し

て
、
所
管
す
る
１
３
の
指
定
統
計
調

査
及
び
家
計
消
費
状
況
調
査
（
承
認

統
計
調
査
）
の
１
４
の
統
計
調
査
に

つ
い
て
広
報
用
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を

作
成
し
、
調
査
員
が
報
告
者
に
直
接

渡
す
か
ま
た
は
郵
送
し
て
い
る
。

　 報 告 者 へ の 直 接 広 報
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総
務
省

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

国
土
交
通
省

　 調 査 結 果 に つ い て の 広 報 （
注
）
平
成
１
８
年
３
月
現
在
、
総
務
省
が
各
府
省
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通
じ
て
把
握
。

統
計
調
査
へ
の
協
力
を
確
保
す
る
た
め
の
普
及
・
広
報
活
動
実
績

ａ
　
報
告
者
へ
の
直
接
の
還
元
（
資

料
の
配
布
）

　
「
農
業
経
営
統
計
調
査
」
、
「
食

品
流
通
構
造
調
査
」
等
、
７
つ
の
統

計
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
結
果
の
資

料
を
郵
送
に
よ
り
報
告
者
に
配
布
し

て
い
る
。

 ｂ
　
報
告
者
へ
の
間
接
的
還
元

　
す
べ
て
の
統
計
調
査
に
つ
い
て
、

調
査
結
果
の
概
要
や
調
査
結
果
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
。

ａ
　
報
告
者
へ
の
直
接
の
還
元
（
資

料
の
配
布
）

　
「
経
済
産
業
省
生
産
動
態
統
計
調

査
」
等
９
つ
の
統
計
調
査
に
つ
い

て
、
調
査
結
果
の
資
料
を
調
査
員
に

よ
る
配
布
又
は
郵
送
に
よ
り
報
告
者

に
配
布
し
て
い
る
。

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
を
実
施
し

て
い
る
「
経
済
産
業
省
生
産
動
態
統

計
統
計
調
査
」
等
６
つ
の
統
計
調
査

に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ

ム
を
通
じ
て
調
査
結
果
全
体
を
報
告

者
に
還
元
し
て
い
る
。
印
刷
物
で
の

情
報
提
供
の
場
合
は
頁
数
の
関
係
か

ら
主
要
な
デ
ー
タ
し
か
表
記
で
き
な

い
が
、
こ
の
方
法
で
あ
れ
ば
、
報
告

者
に
対
し
全
て
の
デ
ー
タ
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

ｂ
　
報
告
者
へ
の
間
接
的
還
元

　
す
べ
て
の
統
計
調
査
に
つ
い
て
、

調
査
結
果
の
概
要
や
調
査
結
果
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
。

ａ
　
報
告
者
へ
の
間
接
的
還
元

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
調
査
結
果
の

内
容
を
掲
載
し
て
い
る
。

ａ
　
報
告
者
へ
の
直
接
の
還
元
（
資

料
の
配
布
）

　
報
告
者
へ
の
資
料
配
布
に
よ
る
調

査
結
果
の
直
接
の
還
元
は
実
施
し
て

い
な
い
。

ｂ
　
報
告
者
へ
の
間
接
的
還
元

　
調
査
結
果
の
集
計
表
を
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
。

ａ
　
報
告
者
へ
の
直
接
の
還
元
（
資

料
の
配
布
）

　
「
学
校
保
健
統
計
調
査
」
の
報
告

者
で
あ
る
生
徒
・
児
童
の
保
護
者
に

結
果
概
要
を
掲
載
し
た
チ
ラ
シ
を
送

付
す
る
な
ど
、
速
報
及
び
確
報
の
概

要
並
び
に
集
計
表
を
報
告
者
に
郵
送

で
配
布
し
て
い
る
。

ｂ
　
報
告
者
へ
の
間
接
的
還
元

　
○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
指
定
統
計
を
中
心
と
す
る
重
要
な

統
計
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
結
果
の

集
計
票
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
。

　
○
広
報
誌

　
「
教
員
職
員
に
係
る
係
争
中
の
争

訟
事
件
等
の
係
属
状
況
等
の
調
査
」

に
つ
い
て
、
調
査
結
果
を
「
教
育
委

員
会
月
報
」
に
掲
載
し
て
い
る
。

ａ
　
報
告
者
へ
の
直
接
の
還
元
（
資

料
の
配
布
）

　
「
2
1
世
紀
出
生
児
縦
断
調
査
」
等

の
統
計
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
結
果

の
資
料
を
郵
送
等
に
よ
り
報
告
者
に

配
布
し
て
い
る
。

ｂ
　
報
告
者
へ
の
間
接
的
還
元

　
○
広
報
誌

　
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
等
の
統

計
調
査
に
つ
い
て
は
広
報
誌
「
厚
生

労
働
」
に
、
「
賃
金
構
造
基
本
統
計

調
査
」
等
の
統
計
調
査
に
つ
い
て

は
、
専
門
誌
「
労
働
基
準
」
等
に
調

査
結
果
の
概
要
を
掲
載
し
て
い
る
。
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統計教育等の概要 

１ 統計教育 

（１）初等中等教育に関する学習指導要領 

  ○統計教育に関する平成 20 年３月改訂学習指導要領のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高等教育の現状 

 

【日本】 

    総合研究大学院大学を除き、統計科学を主専攻とする学科及び専攻がない。 

    

【中国】 

中国では、経済学部、理学部、医学部の中に、統計科学を専攻する統計関連 

学科を設置。下表は、統計学を専攻する学科数の推移を示している。また、2000 

年以降、大学における統計学科数が増加。 

 
表 中国における統計を専攻する学科数の推移 

年度 1979 1985 1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005

統計学科数 17 84 130 83 93 105 118 130 161

  

【韓国】 

韓国では、統計科学を専攻する学科や研究科を設置する大学は、現在 58 校。 

 

【米国】 

    NSF（米国科学財団）が Science and Engineering Statisticsとして公表し 
ている数学の分野別学位（博士号）取得者数の推移。応用数学及び数理統計学 
専攻で全体の約 50%を占めている。 
 

・ 小学校で、図・表・グラフが取り扱われている「数量関係」領域が、現行で

は３年生から設けられていたものが１年生から位置付けられ、また、「スパイ

ラル」という新しい考え方の下で、各学年の内容がそこで閉じるのではなく、

定着を図る意味で学年を渡って繰り返し学習することが明記された。 

・ 中学校数学では、現行の領域構成にはなかった「資料の活用」領域が新たに

設置され、各学年で統計と確率の学習時間が確保された。 

    （東洋大学経済学部教授 渡辺美智子著「統計教育の新しい枠組み」より抜粋）
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   注）この項の記述は、日本学術会議の資料より抜粋。 
 

 

２ 統計教育への支援 
 

① 統計教育を実践する教師に対する研修の実施 

「統計指導者講習会」（総務省主催） 

「統計グラフ指導者講習会」（（財）全国統計協会連合会主催） 

  

② 統計教育教材の提供（総務省） 

学習指導要領から統計教育が削除されて十年近くが経過しており、教育現場では、授

業において使用する教材（生徒が興味を持って統計を学習するための素材、データ等）、

授業実施のノウハウ（授業指導計画）等が十分に準備されているとはいえないことから、

総務省では統計教育教材等を配布。 

・「統計教育実践事例集（Ⅰ）」2,000部を都道府県、市区町村に配布 

・「統計教育実践事例集（Ⅱ）」2,000部を都道府県、市区町村に配布 

・「統計を学ぼう 小学生用」300,000部を全国の小学校4年生に配布（３ヵ年計画で

実施） 

 

③ 教育現場のニーズの把握 

上記「統計指導者講習会」参加者との意見交換及びアンケートにより把握。 

Field 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

    Mathematics 1190 1122 1123 1177 1083 1050 1007 918 994 1075

                    Applied mathematics 211 230 242 265 252 238 214 225 223 264

                    Mathematical statistics 205 178 181 204 174 195 198 167 191 226

            Analysis/functional analysis 99 100 103 130 86 81 91 74 85 99

                    Algebra 82 78 78 75 84 82 68 65 69 97

                    Geometry 45 72 70 54 65 59 40 52 48 95

                    Mathematics、 general 305 233 153 163 116 151 155 133 150 82

                    Mathematics、 other 72 79 131 124 133 99 103 92 88 73

                    Topology 51 55 62 65 65 50 54 40 49 52

                    Number theory 35 42 46 46 50 40 35 26 46 39

                    Operations research 36 21 20 17 21 19 14 19 19 23

                    Logic 35 16 23 16 23 19 24 14 18 15

                    Computing theory 14 18 14 18 14 17 11 11 8 10

  Biometrics/biostatistics 67 80 84 75 76 92 90 82 84 100

   Econometrics 27 29 31 25 15 15 13 14 23 18

   Statistics (in Social Science) 48 48 56 61 72 60 49 54 48 31
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海外における統計教育の先進事例 

 

 ○ 授業の際、統計分析のためのツール（表、グラフ等）を児童・生徒に教えるにあ 

たって具体例として使用するデータの選択は、生徒が関心を持って授業に取り組む 

  ことができるかどうかを左右することから非常に重要である。 

 ○ そのため、①児童・生徒にとって関心のあるデータ、②児童・生徒が自ら形成に 

関わったデータ、③意外な発見が隠されているデータのいずれかであることが望ま 

しい。 

 ○ 海外においては、用意された意味のない数値だけのデータで計算の練習をする統 

計教育から、計算はコンピュータに任せ、むしろ現実の様々なデータに実際に触れ 

させ、何がしかの発見を経験させることを重視した統計教育に移行しつつある。 

 ○ そのため、データの作成やデータの共有化の仕組み作りが組織的に行われている。 

 

【英国】ＣｅｎｓｕｓＡｔＳｃｈｏｏｌ 

  イギリス王立統計学会（ＲＳＳ）の統計教育センターは統計局と協力して、1999 年

に、各学校のクラス内でデータを作成し学校間で共有するプロジェクトを立ち上げてい

る。このプロジェクトは、2000 年にはカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、

南アフリカ等が参加した国際プロジェクトとなり、各国の統計局の協力の下に、国際間

で共通の枠組みで児童・生徒（８歳～18 歳）自ら参加してデータ収集と共有化が行わ

れている。 

  実際に各国の小・中・高等学校で取られたデータをデータベース化して共有し、それ

ぞれのクラスでの授業に役立てられている。 

 

（プロジェクトの概要） 

１ インターネット上で、授業において使用する調査票を提供。 

２ 児童・生徒は授業において、調査票を用いた調査を体験する。（いわゆる

「CensusAtSchool」（注：名称は Censusであるが、学校における全数調査ではない。）

３ この段階で、クラス毎の集計による分析、あるいは学校内の他のクラスとの比較を

行うことができる。 

４ 調査結果は、オンラインによってデータベース化され、その結果、他の学校との比

較、他の地域との比較、さらには他の国との比較を行うことが可能。 

５ これにより、児童・生徒は自分が調査対象となることで全体の集計結果や、国際間

での比較に興味が湧くこととなり、学習意欲に繋がることが期待できる。 

６ さらに、自身が調査対象となっていることで、個々のデータの質が集計結果の信頼

性に影響することを感じ、公的統計調査に対する協力の重要性にも気付くことが期待

できるとされている。 
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日
本

ア
メ
リ
カ

カ
ナ
ダ

イ
ギ
リ
ス

ド
イ
ツ

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

各
府
省

セ
ン
サ
ス
局

統
計
局

国
家
統
計
局

連
邦
統
計
局

統
計
局

統
計
委
員
会

局
内
の
開
示
評
価
委
員
会

（
個
々
の
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
の

提
供
の
可
否
を
決
定
）

局
内
の
審
査
会

（
個
々
の
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
の

提
供
の
可
否
を
決
定
）

セ
ン
サ
ス
の
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ

作
成
に
先
立
っ
て
研
究
会
を

設
置
し
、
作
成
方
法
等
を
検

討
・
勧
告

匿
名
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（
局
が
大
学
等
の
協
力
を
得
て

組
織
。
作
成
方
法
等
の
勧
告
）

局
内
の
検
討
委
員
会

（
個
々
の
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
の

提
供
の
可
否
を
決
定
等
）

法
律
上
の
制
約
は
な
い
が
、
匿

名
化
の
容
易
さ
や
利
用
上
の
価

値
等
を
勘
案
す
る
と
、
個
人
、
世

帯
等
に
関
す
る
調
査
結
果
が
中

心
と
想
定
さ
れ
る

人
口
セ
ン
サ
ス
等
、
個
人
、
世

帯
、
住
宅
に
関
す
る
調
査
結
果

　
（
P
U
M
S
：
P
u
bu
lic
-
U
se
 M
ic
ro
da
ta

S
am
pl
e
s）
　
（
注
１
）

人
口
セ
ン
サ
ス
、
労
働
力
調
査
、

所
得
調
査
、
一
般
社
会
調
査
等

の
結
果

　
(P
U
M
F
s：
P
u
bl
ic
 U
se
 M
ic
ro
da
ta

F
ile
s)
　
（
注
２
、
３
）

人
口
セ
ン
サ
ス
、
労
働
力
調
査
、

家
計
調
査
等
の
結
果

ミ
ク
ロ
セ
ン
サ
ス
（
人
口
、
労
働
力

関
係
の
統
計
）
、
所
得
・
支
出
調

査
、
家
計
調
査
等
の
結
果
　
（
注

３
）

人
口
セ
ン
サ
ス
、
住
宅
調
査
、
家

計
調
査
等
の
結
果
（
注
３
）

(C
U
R
F
s:
C
o
n
fi
de
n
ti
al
se
d 
U
n
it

R
e
c
o
rd
 F
ile
s)

　
個
人
・
世
帯
関
係
の
デ
ー
タ

○
○

○
○

○
○

事
業
所
・
企
業
関
係
の
デ
ー
タ
△
（
有
用
性
を
確
保
し
つ
つ
匿

名
化
す
る
こ
と
が
困
難
と
予
想
さ

れ
る
）

－
－

－
－

－

有
無

有
有

有
有

　
使
用
目
的
の
限
定

学
術
・
研
究
等

―
―

・
学
術
、
行
政
的
利
用
　
（
注
４
）
学
術
・
行
政
目
的
利
用

統
計
目
的

　
使
用
者
の
限
定

・
総
務
省
令
に
お
い
て
具
体
的

に
規
定

―
―

・
研
究
者
　
（
注
４
）

高
等
教
育
機
関
又
は
独
立
の
科

学
研
究
任
務
を
委
託
さ
れ
て
い
る

機
関
の
在
職
者
、
公
務
の
た
め
に

特
別
に
宣
誓
し
た
者
な
ど

―

　
上
記
以
外
の
条
件

・
総
務
省
令
に
お
い
て
具
体
的

に
規
定

―
・
使
用
許
可
書
に
署
名
し
、
統
計

局
と
取
り
交
わ
す
こ
と
が
条
件

・
使
用
許
可
者
登
録
文
書
に
署

名
す
る
こ
と
が
条
件

―
使
用
を
許
可
を
受
け
る
者
に
誓

約
書
の
提
出
を
義
務
付
け

･新
統
計
法
（
3
5
条
、
3
6
条
）

・
セ
ン
サ
ス
法
に
お
い
て
、
個
人

や
事
業
所
が
識
別
で
き
る
形
で

公
表
し
て
は
な
ら
な
い
旨
が
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
反
対
解
釈
で

運
用
。

・
個
票
公
表
の
個
人
識
別
可
能

な
形
で
の
公
開
禁
止
規
定
（
統
計

法
）
の
反
対
解
釈
で
運
用
。

・
個
人
や
世
帯
が
特
定
で
き
る

「
個
人
セ
ン
サ
ス
情
報
」
を
漏
洩
し

て
は
な
ら
な
い
と
の
規
定
（
セ
ン

サ
ス
法
）
。

・
個
人
の
境
遇
あ
る
い
は
身
体
的

状
況
に
関
す
る
個
別
デ
ー
タ
の
開

示
を
禁
止
。

・
匿
名
性
に
つ
い
て
、
「
個
別
デ
ー

タ
の
識
別
が
過
度
の
時
間
・
費

用
・
労
力
に
よ
っ
て
の
み
可
能
」
で

あ
る
と
い
う
事
実
上
の
匿
名
性
の

概
念
を
導
入
（
統
計
法
）
。

個
別
の
統
計
記
録
に
含
ま
れ
る

情
報
は
、
次
の
要
件
の
下
、
統
計

局
長
の
承
認
に
よ
り
開
示
で
き

る
。
（
統
計
法
）
。

・
名
前
や
住
所
の
よ
う
な
個
体
識

別
情
報
を
除
去
。

・
情
報
は
、
そ
れ
と
結
び
付
く
特

定
の
者
・
組
織
を
識
別
で
き
な
い

よ
う
に
し
た
上
で
開
示
。

・
統
計
局
長
は
、
こ
の
条
文
の
目

的
の
た
め
に
誓
約
書
を
得
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

(注
１
）
　
セ
ン
サ
ス
局
で
は
P
U
M
S
と
は
別
に
、
特
別
宣
誓
職
員
（
Ｓ
Ｓ
Ｓ
）
の
み
に
、
厳
格
な
使
用
制
限
（
使
用
場
所
の
限
定
等
）
を
課
し
て
詳
細
な
標
本
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
（
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ー
タ
も
使
用
可
）
。
こ
の
身
分
が

　
　
　
付
与
さ
れ
る
た
め
に
は
、
セ
ン
サ
ス
局
の
活
動
に
役
立
つ
知
識
を
持
っ
て
い
る
、
セ
ン
サ
ス
局
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
機
関
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
等
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
。

（
注
２
）
　
利
用
者
か
ら
の
要
望
が
あ
れ
ば
、
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル
か
ら
特
別
集
計
す
る
こ
と
は
可
能
。
【
オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
集
計
】

（
注
３
）
　
こ
の
ほ
か
、
オ
ン
サ
イ
ト
方
式
で
の
利
用
も
一
部
行
っ
て
い
る
。

（
注
４
）
　
提
供
す
る
デ
ー
タ
（
統
計
調
査
）
に
よ
っ
て
、
使
用
目
的
（
学
術
、
行
政
的
利
用
）
、
使
用
者
（
研
究
者
）
の
制
限
が
課
せ
ら
れ
る
。

区
　
　
　
　
　
分

法
的
根
拠

諸
外
国
に
お
け
る
匿
名
デ
ー
タ
等
の
利
用
の
状
況
に
つ
い
て

提
供
機
関

使
用
者
等
の
制
限
の
有
無

提
供
可
能
な
匿
名
標
本

デ
ー
タ
の
範
囲

審
議
機
関
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1 

統計データの二次利用の運用に向けた各省の取組状況 

 

第４ワーキンググループ会合にオブザーバー出席している８府省に対し、統計データの

二次利用（委託による統計の作成等（以下、「オーダーメード集計」という。）及び匿名デ

ータの作成・提供）の運用に向けた取組状況を照会した結果は以下のとおりである。 

 

 

1. 二次利用の対象とする統計調査について 
オーダーメード集計については、一部の調査について対応を検討中である府省が５府

省。一方、匿名データの作成・提供については、一部の調査について対応を検討中であ

る府省が３府省あるものの、４府省が当面は未対応と回答。 

 全ての統計 

調査で対応 

一部の統計 

調査で対応 
当面は未対応 検討中 

オーダーメード集計 － ５ ２ １ 

匿名データの作成・提供 － ３ ４ １ 

【オーダーメード集計、匿名データに共通する未対応とした主な理由】 

 ・ これまでニーズが無かったことから、その予測が困難。 

 ・ 予算･人員の確保ができない。 

【匿名データの作成・提供を未対応とした主な理由】 

 ・ 事業所・企業系データの調査であり、匿名化が困難。 

 

 

2. 実施機関について 
オーダーメード集計、匿名データともにほとんどの府省で検討中となった。 
なお、現在のところ、オーダーメード集計、匿名データともに公益法人や民間事業者

への委託を検討している府省はない。 

委  託  

自府省 
政令で定

める独立

行政法人

公益法人
民 間 

事業者 

検討中 

オーダーメード集計 １ １ － － ５ 

匿名データの作成・提供 － １ － － ５ 

  注：未対応と回答の一部府省については空欄のため集計していない。 

34

CO922572
テキストボックス
資料6－2

CO922572
テキストボックス
統計委員会基本計画部会第４ワーキンググループ会合（第８回）資料



 

2 

 

3. 二次利用の申請窓口の設置場所（受付体制）について 
オーダーメード集計については３府省、匿名データについては２府省が、自府省内に

申請窓口を設置する方向で検討している。 

 
自府省 

政令で定める

独立行政法人
検討中 

オーダーメード集計 ３ １ ３ 

匿名データの作成・提供 ２ １ ３ 

    注：未対応と回答の一部府省については空欄のため集計していない。 

 

 

4. 実施する上での支障・問題点（複数回答可） 
各府省とも、オーダーメード集計、匿名データいずれについても予算や要員の確保が

問題であると考えている。また、匿名データの作成・提供については、審査等の基準や

匿名化・秘匿方法についても問題であると考えている。 

 
予 算 要 員 

作業 

ｽﾍﾟｰｽ 

委託先

の選定

審査等

の基準 

匿名化･ 

秘匿方法 

オーダーメード 

集計 
５ ６ ２ ３   

匿名データの 

作成・提供 
５ ６ ２ １ ５ ６ 

【オーダーメード集計、匿名データに共通する主な理由】 

  ・ 手数料の基準額等が決まっていない。 

 ・ 利用相談業務への対応。 

【その他、オーダーメード集計に関する主な理由】 

   ・ 受託する集計の範囲。 

   ・ 情報システムを含めた体制の整備。 

   ・ 外部に委託する場合、委託先との契約形態（その都度の契約、年度契約と

して出来高払い）をどうするか未定。 

・ 集計プログラムの持ち込みの可否。 

【その他、匿名データの作成・提供に関する主な理由】 

 ・ 外部に存在する情報との照合可能性。 

・ 虚偽申請への対処。 (利用者の本人確認)  

・ 安全性を担保した上で有用性をどこまで確保できるか。 

・ 調査の特性に応じて匿名化手法を変更すべきかどうか。 
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5. オーダーメード集計の集計内容 

統計の作成を検討している府省は４府省であるのに対し、統計の作成とともに統計的

研究も検討しているのは総務省のみ。検討中は２府省。 

統計の作成 統計の作成・統計的研究 検討中 

４ １ ２ 

    注：未対応と回答の一部府省については空欄のため集計していない。 

 

 

6. その他、二次利用の推進のための検討状況及び今後の方針・予定 

 ・ 国立大学法人等との連携を図り、サービスの利便性を高める。 
・ 総務省の「統計データの二次利用促進に関する研究会」の検討状況を踏まえ、個別

調査ごとの検討に着手。 
・ 統計センターへの全部委託の可能性を検討。 
・ 目的外利用におけるインサイト利用の導入の準備。 
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指定統計調査の調査票情報等の保存状況 

 

指定統計調査の調査票情報等の保存状況について、各種規定における保存期間、実際に

保存されている調査実施年度、電磁的記録による保存状況等は以下のとおりである。 

なお、現在、作成されている指定統計調査 55 本のうち、調査の実施が不定期である特定

機械設備統計調査及び商工業実態基本調査については除外し、計 53 本について整理した。 

 

 

1. 各種規定における保存期間について 
調査票情報（電磁的記録）については、約６割（31 本）の統計調査が永年保存と

なっているが、５年未満の統計調査も約３割（21 本）存在。 

一方、審査･集計プログラム、符号表及び調査概要資料については、数多くの統計

調査で保存規定が存在しない。 

 永年 30 年 ５年 ３年 ２年 １年 未規定 なし 

調査票情報 31 本 １本 ６本 ２本 ９本 １本 ２本 １本 

プログラム － － ９本 － － ９本 32 本 ３本 

符 号 表 12 本 － － － － － 37 本 ４本 

調査概要資料 － １本 ２本 － － － 47 本 ３本 

注： 港湾調査のプログラム、符号表については「なし」に分類した。 

 

 

2. 実際に保存されている最も古い調査実施年度 
調査票情報（電磁的記録）及び符号表については、半数近くの統計調査で 20 年以

上保存されているが、10 年未満の調査も約３割存在、プログラムについては保存期

間が 10 年未満の調査が８割以上。 

一方、調査概要資料は７割以上で長期保存されている。 

 10 年未満 10 年以上 20 年以上 なし 

調査票情報 17 本 ５本 29 本 ２本 

プログラム 44 本 ４本 ２本 ３本 

符 号 表 18 本 ６本 25 本 ４本 

調査概要資料 ８本 ３本 39 本 ３本 

注：１ 港湾調査の調査票情報、プログラム、符号表については「なし」に分類した。 

２ 船員労働統計調査及び内航船舶輸送統計調査の調査票情報、プログラム、符号表等につい

ては「10 年未満」に分類した。 
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3. 電磁的記録の有無 
調査票情報、審査・集計プログラム及び符号表については、多くの統計調査におい

て電磁的記録が存在。 

一方、調査概要資料については、紙媒体での保存のみの統計調査も４割強存在。 

 調査票情報 プログラム 符 号 表 調査概要資料 

有り 51 本 50 本 46 本 30 本 

無し ２本 ３本 ７本 23 本 

注： 港湾調査の調査票情報、プログラム、符号表については「無し」に分類した。 

 

 

4. 調査票情報（電磁的記録） 
(1) マッチングキーの有無 

電磁的記録で保存されている調査票情報 51 本のうち、約半数（26 本）でマッ

チングキーを付加しているが、そのうち事業所･企業ＤＢに基づいた共通のマッ

チングキーを付加している調査は４本のみ。 

  
有り 

共通キー 独自キー 
無し 

26 本 ４本 22 本 25 本 

 

(2) バックアップの有無、アクセスモニタリングの実施 
電磁的記録で保存されている調査票情報 51 本のうち、バックアップを保存し

ている統計調査は９割以上の 47 本、一方、保存していない統計調査は４本。 

アクセスモニタリングを実施している統計調査は 20 本で総務省及び厚生労働

省のみが実施。 

バックアップの有無 アクセスモニタリングの実施 

有 り：47 本 実 施：20 本 

無 し：４本 未実施：31 本 

 

(3) 保存場所 
電磁的記録で保存されている調査票情報 51 本の保存場所としては、外部委託

（30 本）が最も多く、次いでコンピュータールーム（24 本）、執務室等（13 本）、

専用保管室（11 本）となっている。 

外部委託 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰﾙｰﾑ 執務室等 専用保管室 

30 本 24 本 13 本 11 本 

注：１ 保存場所は延べ数（保管場所が複数ある場合は双方をカウント）である。 

  ２ 執務室等には、専用ではない保管場所（倉庫）などを含む。 
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      統計調査をとりまく条件の現状・将来見通しから見た 

行政情報の統計利用の意義と必要性について 

 

法政大学経済学部教授 森  博美 

 

＜行政情報の統計利用の2局面＞ 

①その調査基盤整備面での今日的意義 

②行政情報の調査情報との連携利用面での意義 

 

Ⅰ．その調査基盤整備面での今日的意義 

１．政府統計の体系化の歩み 

母集団概念を媒介する戦後の政府統計の体系化 

センサスと標本調査の分業関係（母集団の縮図を与える標本調査が、新たな「速報統計」ニーズに対応） 

＜センサスの新たな機能＞ 

 標本調査のための名簿情報、調査区情報を提供（サンプリングフレーム提供機能） 

 

２．調査環境の悪化とフレームの独自整備の動き 

統計調査をとりまく環境（調査環境）の変化 1970年代以降顕著 

  センサスについても調査拒否その他の理由での把握度が低下 

（資料）事業所・企業統計と法人企業統計における把握法人数の差の拡大 

 

企業数の推移
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調査環境悪化の下での統計品質確保の要請への対応として、海外では 90 年代からビジネスフレー

ムの整備に取り組み（例：IDBR ヨーロッパでのモデル） 

・行政情報（VAT、源泉徴収等の税務情報）を主情報としたフレーム 

 ・（英国）常時100人体制で事業所レベルでのフレームを常に update 

現在では、殆どの国がビジネスフレームを完備 

 

３．統計調査に対するフレームの意味 

 ①常に最新のフレームに基づく調査の実施が可能に 

 ②単なる名簿情報の提供 ⇒ sample selection bias の補正機能 

  （21 世紀の調査の見通し）  
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 ・そのためにも調査では可能な限り正確な情報（原情報）の確保が不可欠 

 ・それでも調査結果のフレーム情報を用いた補正 

∴missing records を含め、不完全データからどう正確な統計を作るかが不可欠 

そのためにも、正確な母集団情報の確保が不可欠 

行政情報をこのような形で調査基盤整備情報として組み込むこと無しには調査そのものの品質が将

来的にも確保しえないという見通しがこのような情報政策の根拠 

経済センサスのためのフレーム整備 

⇒文字通り「調査の基盤」としての Inter-departmental なフレームそれ自体の整備が急務 

 

４．フレームの整備状況 

＜海外＞ 

途上国も含めて大半の国がビジネスフレームの整備を完了 

EUではビジネスフレームはすでに90年代から稼動しており、目下、次世代型フレームの整備に着手 

センサス局では、世帯調査のための省庁間共用フレームとしてMAF/TIGER を整備 

オランダでは税務記録からの所得情報を持つSSDが世帯調査フレームとしても使用されており、所得

分布を税務情報で補正して使用 

 

＜日本＞ 

ビジネスフレームについて、今回ようやく条文が設けられただけ 

 

・統計調査の基盤整備面での日本の立ち遅れ 

・行政（税務）情報を主情報源としたフレームの整備が調査統計の精度確保の為にも不可欠 

・日本の国勢調査の把握度は諸外国より高いと考えられるが、近年、「分類不能」が急増 

・レジスターベースの国でも統計調査によって把握せざるを得ない部分は依然として存在 

 

 

 

Ⅱ．行政情報の調査情報との連携利用面での意義 

電算化に伴い、個票イメージで蓄積されている行政情報の拡大 

 

１．既存の業務統計のより高度な統計活用（例：単純集計から多重集計情報） 

個票イメージの保管情報のそれ自体としての統計活用 

 

２．調査データと行政データの有機的結合（Micro-integration） 

統計作成機関側の事情、統計調査環境の将来見通し、情報技術の可能性という条件下で高い品

質の情報を多様な統計ニーズに対応するための新たな統計の在り方 （21世紀型統計体系の方向） 

（１個体＝1レコードのイメージ） 

実際には、データベース上では共通キー変数（リンク情報）を持つ各種の調査、行政情報を分散ファ

イル形式で保管し、必要に応じて取り出し、リンクすることで利用 

 

行政情報の特徴 

行政情報には多くの動態情報が含まれる（統計調査で把握するのが事実上困難なものも） 

       ↓ 

   静態統計とリンクすることで、追加的な報告負担なしに全く新たなタイプの統計が作成可能に 
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統計調査データ・アーカイブの意義 
 
前田幸男 東京大学大学院情報学環・准教授 
   東京大学社会科学研究所付属日本社会研究情報センター・准教授（兼務） 
          
１．歴史的前提－アメリカ合衆国センサスを例に 
○19世紀は手集計 
－原票を保存するが統計情報として重要なのは集計表であった。 

 
○製表機とパンチ・カード導入の意味（1890年米国センサス） 
 －原票とは異なる媒体に情報が転記される。 
 －原票以外の記録が再度分析可能な価値ある対象として認識される。 
 －実際には数億枚の紙製カードを保存することは困難であり、廃棄された。 
 
○大型コンピュータによる集計を開始（1960年米国センサス） 
 －磁気テープに転記された匿名化マイクロ・データの保存と公開が現実的に。 
 －匿名化された標本データの二次利用が始まる。 

－1960年代に、大学においても学術調査データを保存・公開するための組織が徐々に作られ
る（西独 ZA 1960, 米 ICPSR1962、英 UKDA 1967）。 

 
２．政府統計を用いた再分析の意味 
○重要な政策課題について研究するためには過去のマイクロ・データが必要 
例１  少子化

．
     最低でも二時点におけるデータが必要。 
    コーホート（生別年代）の分析を行うためには適切な再分類が必要。 
    集計表からは就業状態や学歴別の傾向を明らかにすることは困難。 

例２  格差の拡大   最低でも二時点におけるデータが必要。 
一時点のデータからは分かるのは資産・所得の配分状態のみ。 
過去との比較を通じてのみ格差の拡大・縮小を研究できる。 

 
○政策の対象となる集団を理解するためには標本規模の大きい調査が必要 

 －学術調査の標本規模は 1000～4000程度。 
  年齢、性別、職業などにより分類した上で詳細な分析を行うことは事実上困難。 
 －政府統計であれば大規模な匿名標本データを作成できる。 

 
例  若年無業者  通常の学術調査では分析に耐えうる数を確保することは極めて困難。 
      内閣府の研究会では「就業構造基本調査」の特別集計を利用。 
      就業構造基本調査は約 45万世帯が調査対象 
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３．政府統計データ・アーカイブが必要な理由  
  
○調査の企画・立案・実施と統計データの保存・公開とを分離する 
調査の実施部門は標本の設計、調査票の検討、実査等で多忙であり、統計調査の企画・立案・

実施にあたっている部門が片手間に磁気データの保存と公開活動を行うことは非現実的。 
 
○磁気データの最終的保存 
紙媒体の資料はその紙質に適切な環境（温度・湿度・明暗）を保って保存すれば良いが、磁

気データの保存はそれだけでは不十分。コンピュータおよび磁気媒体というハード面での技

術革新、およびソフトウェアの変化の両面に注意しながら、適宜保存形式を変化させる必要

がある。また、磁気媒体の経年劣化への対応も必要となる。 
 
○政府統計の専門家集団と学術目的利用者の橋渡し 

政府統計の作成にあたっては独自のプログラムを作成しデータの管理および分析が行われて

いる。それに対して、学術目的利用者は SPSS、SAS、Stata等の市販されている統計ソフト
ウェアを用いる場合が大半である。政府統計部門内部で利用しているデータをそのまま秘匿

処理を施した後公開しても実際に分析する能力を持つ利用者は極めて限られる。そもそも通

常の利用者が分析できる形式にデータを編集し、必要なメタデータを整備する必要がある。 
 
○統計利用促進活動 
講習会等を開催することで正しい利用が促進される。学術目的利用者の全てが社会調査や統

計理論に詳しいわけではない。多くの社会科学者にとって方法は必要に応じて身につけるも

のであり、適切なデータの利用を促す必要がある。 
 
４．アメリカ合衆国のデータ保存・公開活動の実態－センサス・マイクロ・データを例に 
 
○注意すべき前提条件 
最初から政府統計を総合的に管理するアーカイブが構想されたわけではなく、歴史的に 1 つ
1 つの小さな決定の積み重ねとして、現在のように様々な組織が緩やかに連携しつつ、デー
タの保存と公開とを行う態勢ができあがった。日本の政府統計を保存・公開する仕組みとし

てそのまま模倣するには前提が異なるように思われる。 
 
○連邦政府によるデータの公開と保存 
①商務省センサス局 
－業務に支障がない範囲内で公開している。 
－ウェブ上での集計に関しては様々な工夫が施されている（American Fact Finder）。 

 －マイクロ・データを利用する場合は技術的要求水準が高い。 
例えば 2000 年センサスの 1％抽出データを利用するためには 722 頁あるマニュアルか
ら必要な情報を拾い出し、データを読み込むところからはじめなければならない。 
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－積極的な利用者は学術目的のデータ・アーカイブからデータを入手できない組織 
－データの永年保存についてセンサス局は責任を負っていない。 
－ウェブ上で公開されているセンサスのマイクロ・データも直近のものだけ。 

 
②国立公文書記録管理局（National Archive） 

－磁気ファイルを保存する最終的な責任は国立公文書記録管理局が持っている。 
－ただし、国立公文書記録管理局から磁気データを入手することは一般的・実践的ではない。 
－磁気データだけではなく個票についても最終的な保存の責任を持つ。 

 
○大学組織によるデータの保存と公開 
①ICPSR Inter-University Consortium for Political and Social Research, 
 Institute of Social Research, The University of Michigan 
－データ・アーカイブの活動の一環。 
－加盟校研究者に対する研究支援としてセンサス・データの保存・公開を行っている。 

80年代までは磁気媒体に保存されたセンサス・データを研究者個人が予算を獲得して購
入し、利用するのは非現実的であった。ICPSRがメンバー校の研究者のために一括して
購入し、利便性を高めた上で、再頒布していた。 

－センサス局と密接に連携し、利用を促進するための活動を行っている。 
①ファイルの編集と利便性の向上 SPSS、SASを読み込むためのファイルを付加 
②センサス・データの利用を促進する講習会の開催 
③センサス・データを利用した学術刊行物の文献一覧を整備 

－公開用マイクロ・データは 1960年センサス以降を所蔵・公開 
 
②IPUMS-USA The Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS), 
 Minnesota Population Center, The University of Minnesota 
－センサスのマイクロ・データを用いた研究の促進に特化した活動 
－時系列比較が可能なデータセットの作成 

10年ごとのセンサスは職業や人種の分類が時代によって変更される。極力比較可能なか
たちに変数を統一する作業を行い、時系列の比較を促進している。 

－永年保存されている歴史的な個票から公開用マイクロ標本データを遡及的に作成し公開。 
 －センサス・データを利用した学術刊行物の文献一覧を整備 
 
５．その他のアメリカ政府統計データの学術利用について 

ICPSRはCurrent Population Survey, Consumer Expenditure Survey についてもデータを
保存・公開している。ただし、センサス局や労働統計局と特に協定があるわけでない。ICPSR
はデータを購入した上で、整理・編集し、加盟校の利用者に提供している。利用者も、複数

の政府サイトを探し回るよりも、ICPSRのウェブサイトで一括して検索することを望む。 
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